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1 運用に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの取扱い 

 
電子納品に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（以下，「本ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ」という。）は，平成 17 年 1 月に

策定した「電子納品導入推進計画」を踏まえ，宇都宮市が発注する業務委託・工事に

ついて，電子納品を円滑に実施するために，発注者及び受注者に向けて作成したもの

である。 

本ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝは，国土交通省が策定した電子納品関連要領・基準を補完するものであ

り，業務委託・工事における特記仕様書作成や受発注者間での協議，更には書類検査

方法など，電子納品を実施するために必要な措置や運用上の留意点をまとめたもので

ある。 

また，本ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝは，今後の実施成果や国土交通省の電子納品関連要領・基準の改

訂等を踏まえ，必要に応じ適宜見直していくものである。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4 版更新版 平成 27年 4 月 

（第 4 版 平成 23 年  2 月（検査室）） 

（第 3 版 平成 20 年  4 月（検査室）） 

（第 2 版 平成 18 年 10 月（検査室）） 

（第 1 版 平成 17 年  1 月（検査室）） 
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2 電子納品の定義と実施計画 

 

2-1 電子納品の定義 

 

「電子納品」を以下のとおり定義する。 

 
 
 
 
 

電子納品は，各種共通仕様書（業務委託共通仕様書，宇都宮市建設工事共通仕様書，

宇都宮市上下水道局工事仕様書）において規定される成果品を対象とする。 
なお，各種共通仕様書の改定（電子納品への対応）時期までは，電子納品実施のた

めに必要な措置を特記仕様書で対応する。 
 

 

 

 

 

 

電子納品の実施により，以下の効果が期待される 

 

電子納品とは，調査，設計，工事などの各業務段階の 終成果を電子ﾃﾞｰﾀで

納品することをいう。ここでいう電子ﾃﾞｰﾀとは，本ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに示されたﾌｧｲﾙﾌｫｰ

ﾏｯﾄに基づいて作成されたものを指す。 

(1) 資料のやりとりが容易，保管場所の削減が可能となる（省ｽﾍﾟｰｽ・省資源化）

(2) 情報検索の迅速化，ﾃﾞｰﾀの再活用が容易となる（業務の効率化） 

(3) ﾃﾞｰﾀ共有による伝達ﾐｽの低減が図られる（品質の向上） 
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2-2 電子納品の対象とする成果品 

 

電子納品では，成果品の特性にあわせて紙と電子ﾃﾞｰﾀの納品形態になる。 
納品の形態を下図に示す。 

 
 

   電子納品での成果品提出ﾊﾟﾀｰﾝ 

 

 納   品   形   態 

例 

紙，若しくは電子化が

困難なもの（ﾐﾙｼｰﾄ，ｶﾀ

ﾛｸﾞ等） 

CAD 製図基準(案)に準

拠していない図面ﾃﾞｰﾀ 

写真，図面など電子ﾃﾞｰ

ﾀで渡されるもの 

発注時 

 

紙 

 

 

準拠していない 

電子ﾃﾞｰﾀ 

 

 

電子ﾃﾞｰﾀ 

 

納品時 

 

 

紙 

 

 

 

紙 

 

 

 

電子ﾃﾞｰﾀ 
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2-3 電子ﾃﾞｰﾀの規定 

 
電子納品する電子ﾃﾞｰﾀの内容，ﾌｧｲﾙﾌｫｰﾏｯﾄ及び格納媒体は，本ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝにおいて定

めるものとするが，本ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに示されていない事項は，国土交通省及び栃木県策定

の以下の電子納品に関する要領･基準及びｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに準拠する。 

  なお，国土交通省及び栃木県において，これらの各要領･基準及びｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを年度

途中に改定した場合においても，本ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの改訂までは旧要領･基準及びｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

に準拠することとする。 
 

【電子納品関連要領･基準】 

要 領 ・ 基 準 名 策定（改定）年月 策 定 

工事完成図書の電子納品等要領 H22 年  9 月 

国土交通省

土木設計業務等の電子納品要領（案） H20 年  5 月 

CAD 製図基準(案) H20 年  5 月 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ写真管理情報基準 H22 年  9 月 

測量成果電子納品要領(案) H20 年 12 月 

地質･土質調査成果電子納品要領(案) H20 年 12 月 

工事完成図書の電子納品等要領 電気通信設備編 H22 年  9 月 

土木設計業務等の電子納品要領 電気通信設備編 H22 年  9 月 

CAD 製図基準 電気通信設備編 H22 年  9 月 

工事完成図書の電子納品等要領（案）機械設備工事編 H24 年 12 月 

土木設計業務等の電子納品要領(案)機械設備工事編 H24 年 12 月 

CAD 製図基準(案)機械設備工事編 H24 年 12 月 

SXF ﾃﾞｰﾀ作成要領 H24 年  6 月 

（一財） 

日本建設情

報総合ｾﾝﾀｰ
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  【電子納品運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ】 

要 領 ・ 基 準 名 策定（改定）年月 策 定 

電子納品等運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 【土木工事編】 H22 年  9 月 

国土交通省

電子納品運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(案)業務編 H21 年  6 月 

CAD 製図基準に関する運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(案) H21 年  6 月 

電子納品等運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ【電気通信設備工事編】 H23 年  3 月 

電子納品運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ【電気通信設備業務編】 H23 年  3 月 

CAD 製図基準に関する運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ【電気通信設備編】 H23 年  3 月 

電子納品等運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 機械設備工事編【工事】 H24 年 12 月 

電子納品運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（案） 機械設備工事編【業務】 H24 年 12 月 

CAD 製図基準に関する運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(案) 機械設備工事編 H24 年 12 月 

電子納品運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(案) 【測量編】 H21 年  6 月 

電子納品運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(案) 【地質・土質調査編】 H22 年  8 月 

栃木県 CAD製図基準運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ H26 年  4 月 栃木県 

国土交通省策定の各要領・基準及びｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝについては，必要に応じて国土交通省 

電子納品ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより入手できる。 

（http://www.cals-ed.go.jp/） 

 

  栃木県策定の栃木県 CAD 製図基準運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝについては，栃木県 CALS/EC のﾎｰﾑ

ﾍﾟｰｼﾞより入手できる。 

（http://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/pref/jyouhouka/denshikenchou/dennou_gid

eline.html） 
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2-4 電子納品実施計画 

 
宇都宮市では，平成 17 年 1 月に電子納品に対する基本的な考え方や取組み方針を

まとめた「電子納品導入推進計画」を策定し，この中で平成 20 年度までに電子納品

を実現するための具体的な行動計画（以下，「ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」という。）を明示したと

ころである。 

電子納品については，平成 17 年度から開始し，平成 18 年度以降は，ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗ

ﾑに基づいて対象範囲を順次拡大を行い，平成 21 年度より完全実施となった。 

 
2-4-1 業務委託 

 
電子納品の対象範囲は，全ての業務委託において，電子納品の対象とする。 

（
予
定
価
格
） 

対
象
規
模
の
目
安 

1 千万円以上

の 

業務委託 

7 百万円以上

の 

 務委託 
3 百万円以上

の 

業務委託 

全ての 

業務委託 
 

 

 

 Ｈ17 年度 Ｈ18 年度 Ｈ19 年度 Ｈ20 年度 

 
2-4-2 工事 

 
電子納品の対象範囲は，全ての工事において，電子納品の対象とする。 

（
予
定
価
格
） 

対
象
規
模
の
目
安 

1 億円以上の

工事 5 千万円以上

の 

工事 

1 千万円以上

の 

工事 全ての工事 
 

 

 

 Ｈ17 年度 Ｈ18 年度 Ｈ19 年度 Ｈ20 年度 

 
＊ 業務委託については，原則全ての業務で電子納品の対象とするが，用地調査業務

（物件調査等）は，電子納品の対象としない。ただし，用地測量業務は電子納品

の対象とする。なお，その後の業務で再利用することがないと判断できる場合は，

電子納品の対象外とすることができる。 
＊ 電子成果品については，発注課にて長期保管とし，ﾃﾞｰﾀについては土木管理課のｻｰﾊﾞ

で保存する。 
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3 設計業務等電子納品運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 

 

3-1 適用とﾌｫﾙﾀﾞ構成 
 
3-1-1 適用 

 
 
 
 

＊ 本ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに規定されていない項目については，国土交通省策定の「土木設計業

務等の電子納品要領（案）」に従うものとする。 
 
3-1-2 電子納品適用項目 

 
 
 

 

  【電子納品適用項目（設計業務等）】 

業務 書類 ﾌｫﾙﾀﾞ 管理ﾌｧｲﾙ ﾌｧｲﾙ形式 区分 

－ 業務管理情報 － INDEX_D.XML XML ◎必須 

設計 

報告書 REPORT REPORT.XML PDF ◎必須 

図面 DRAWING DRAWING.XML SFC ◎必須 

現場写真 
REPORT 
(PHOTO) 

REPORT.XML 
(PHOTO.XML) 

PDF 
(JPEG) 

◎必須 

地質･ 

土質調査 

報告書 REPORT REPORT.XML PDF ◎必須 

柱状図 

簡略柱状図 
BORING BORING.XML 

PDF 
(SFC) 

◎必須 

図面 DRAWING DRAWING.XML SFC ◎必須 

ｺｱ写真 BORING BORING.XML JPEG ◎必須 

各種試験 BORING BORING.XML PDF ◎必須 

現場写真 
REPORT 
(PHOTO) 

REPORT.XML 
(PHOTO.XML) 

PDF 
(JPEG) 

◎必須 

測量 

測量記録 SURVEY SURVEY.XML PDF ◎必須 

測量成果 SURVEY SURVEY.XML 
SFC 

(DM,DMI) 
◎必須 

その他 SURVEY SURVEY.XML PDF ◎必須 

その他 
業務 

報告書 REPORT REPORT.XML PDF ○協議 

写真 PHOTO PHOTO.XML JPEG ○協議 

その他 - - - ○協議 

本ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝは，業務委託共通仕様書において定められる成果品を電子的手段に

より引き渡す場合に適用する。 

電子納品対象業務委託では，土木設計業務等の電子納品要領（案）で定めた電

子納品のうち，以下の項目について電子納品を実施する。 
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3-1-3 業務種別と適用（準用）する基準・要領 

 
業務種別と適用（準用）する基準・要領を以下に示す。 

 
【業務種別と適用（準用）する基準・要領】 

種 別 

土木設計業務

の電子納品 

要領（案） 

CAD 製図基準

（案） 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ写真 

管理情報基準

地質･土質 

調査成果 

電子納品要領

（案） 

測量成果 

電子納品要領

（案） 

SXF ﾃﾞｰﾀ 

作成要領 

測 量 ◎ ○ ○ － ◎ ○ 

設 計 ◎ ◎ ○ － － ◎ 

地質･ 
土質調査 

◎ ○ ○ ◎ － ○ 

その他 ○ － ○ － － － 

◎：適用 ○：準用  
 
 
3-1-4 押印が必要な書類の取扱い 

 
 
 
 

(1)  再利用や電子ﾒｰﾙの利用など電子化の効果が高いと思われる書類 

1) 電子納品の対象とし，着手時協議によりｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙの形式を決定する。 

＊ ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙとは，PDF 化する前の原本ﾃﾞｰﾀを指し，Word や Excel 等の受発

注者が一般的に利用できるものとする。 

2) 押印前の書類を電子ﾃﾞｰﾀで提出する。（ﾌｧｲﾙ形式等は各ﾌｫﾙﾀﾞの規定に従う） 

3) 印刷・押印後の書類（紙）をあわせて提出する。 

 

印刷・押印後の書類（紙）を「正」として保管し，電子ﾃﾞｰﾀは，「参考扱い」と

する。 

なお，押印後の書類をｽｷｬﾅｰで読み取り，電子化することは必要としない。 

 

(2)  再利用など電子化の効果が低く，ｽｷｬﾅｰ読み取りなど電子化に多大な労力を必

要とする書類 

1) 電子納品の対象としない。 

2) 従来どおり押印後の書類（紙）を提出する。 

 

 

押印が必要な書類に関する電子納品実施の是非については，受発注者間の着

手時協議により決定するが，取扱いについては，以下のとおりとする。 
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3-1-5 電子納品対象書類のﾌｫﾙﾀﾞ構成 

 
電子納品の対象書類のﾌｫﾙﾀﾞ構成は，下図のとおりであり，電子納品するそれぞれ

のﾃﾞｰﾀは，所定のﾌｫﾙﾀﾞに格納し，電子媒体（CD-R 等）で納品する。 

 
 電子納品対象資料（業務）と資料の格納場所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊ DRAWING/OTHRS ﾌｫﾙﾀﾞは及び，OTHRS ﾌｫﾙﾀﾞは，国土交通省策定の要領，基準に規定さ

れていないが，これらのﾌｫﾙﾀﾞを追加する必要がある場合は，受発注者間協議（着手

時協議）の上，決定することができる。 

＊ DRAWING/OTHRSﾌｫﾙﾀﾞには，受注者が使用するCADｿﾌﾄで作成したCADﾌｧｲﾙを格納する。 

＊ OTHRS ﾌｫﾙﾀﾞには，図表や CG,動画などを格納する。 

＊ 格納する電子ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙがないﾌｫﾙﾀﾞ及びｻﾌﾞﾌｫﾙﾀﾞは作成しない。 

＊ 提出する電子媒体内には，「閲覧ｿﾌﾄ（ﾋﾞｭｱｿﾌﾄ）」は入れないこと。 

 

INDEX_D.XML  (業務管理ﾌｧｲﾙ) 

INDE_D04.DTD 
(INDE_D04.XSL) 

REPORT(報告書ﾌｫﾙﾀﾞ) 

DRAWING（図面ﾌｫﾙﾀﾞ） 

PHOTO（写真ﾌｫﾙﾀﾞ） 

SURVEY（測量ﾃﾞｰﾀﾌｫﾙﾀﾞ） 

BORING（地質ﾃﾞｰﾀﾌｫﾙﾀﾞ） 

OTHRS（その他のﾌｫﾙﾀﾞ） 

OTHRS 

ORG 

（報告書ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙﾌｫﾙﾀﾞ)

電子媒体ﾙｰﾄ 

REPORT.XML 
REP04.DTD 
REPORTnn.PDF 

DRAWING.XML 
DRAW04.DTD 

PHOTO.XML 
PHOTO05.DTD 

SURVEY.XML 
SURVEY03.DTD 

BORING.XML 
BRG0150.DTD 
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3-2 電子納品の実施にあたっての留意事項 

 

3-2-1 積算上の考え方 

 
電子納品の成果品に係わる積算上の考え方については，以下のとおりとする。 

 
 
 
 
 
 

＊ 従来の紙での納品の場合においても，文書や図面等は既に電子化されている場合

が多く，電子納品するにあたって改めて電子化する手間はほとんどないことから，

当面，紙での納品と同様とする。 
 

3-2-2 貸与資料の準備 

 
 
 
 

発注者は，CAD 図面ﾃﾞｰﾀを貸与資料として受注者に引き渡す際には，ﾌｧｲﾙ名やﾚｲﾔ

名の変更が必要である。（国土交通省策定「CAD 製図基準(案)」参照） 

また，CAD 図面ﾃﾞｰﾀが CAD 製図基準(案)に準拠して作成されていることを「電子納

品ﾁｪｯｸｼｽﾃﾑ」及び基準に沿った「SXF ﾌﾞﾗｳｻﾞ」を用いて確認する必要がある。 
 

測量業務成果品の電子納品に係わる費用については，現行の諸経費率で対応

する。 

地質･土質調査業務及び設計業務等成果品の電子納品に係わる費用について

は，現行の「印刷製本費」を「電子成果品作成費」と改め，現行の積算とする。

貸与資料に CAD 図面ﾃﾞｰﾀがある場合は，積極的に CAD 図面ﾃﾞｰﾀを活用するも

のとする。 
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3-2-3 業務実施中の打合せ方法 

 
 
 
 

(1)  電子ﾒｰﾙの利用 

受発注者間で確認した電子ﾒｰﾙの内容は，受注者が必要に応じて打合せ協議簿

を作成し，業務完了時に提出する。 
その際，全ての電子ﾒｰﾙの内容を転記するのではなく， 終的に決定された内

容とその経緯などをまとめたものとする。 
なお，電子ﾒｰﾙの交換については，問題が生じないように，受発注者間で互い

にﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽからﾌｧｲﾙの添付方法に至るまで，確認ないし通知しあうものとする。 
 

(2)  ｳｨﾙｽ対策 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄに接続した機器で電子ﾃﾞｰﾀを交換・共有している環境は，ｳｨﾙｽに感染

する危険が高いといえる。 
そのため，ﾃﾞｰﾀを交換・共有する全ての機器にｳｨﾙｽ対策ｿﾌﾄを常駐させ，随時

新のｳｨﾙｽﾊﾟﾀｰﾝに更新し，交換用電子ﾃﾞｰﾀに必ずｳｨﾙｽﾁｪｯｸを行うものとする。 
また，日々の電子化書類のやり取りでｳｨﾙｽが発見・駆除された場合は，文書の

作成者に速やかに連絡し，感染源を特定して対策を打つものとする。 

 業務実施中の打合せについては，積極的に電子ﾒｰﾙ等を活用し，円滑な業務実

施を心掛ける。 
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3-3 電子成果品の作成 

 
3-3-1 成果品の管理項目 

 
 
 
 
 

＊ 業務管理ﾌｧｲﾙは必ず作成し，電子媒体のﾙｰﾄ直下（電子媒体を開いた時に 初に

あらわれる場所）に「INDE_D04.DTD」とあわせて格納する。 

 

(1)  業務実績ｼｽﾃﾑ登録番号 

業務実績ｼｽﾃﾑ登録番号は，TECRIS 登録番号とする。 

なお，登録番号がない業務は「0」とする。 

 

(2)  設計書ｺｰﾄﾞ 

設計書ｺｰﾄﾞは，業務着手時の協議において，発注者から受注者に指示する。 

なお，設計書に記載がある設計書番号と設計書ｺｰﾄﾞは異なるため，注意が必要

である。 

（例：市長事務部局発注の場合） 

平成 26 年度事業で，契約番号が「2014012345」の場合 

   「設計書ｺｰﾄﾞ」は，「2014012345」となる。 

 

(3)  住所 

住所には，契約書における委託箇所の箇所名を詳細（丁町名まで）に記入する。 

（例）宇都宮市旭１丁目 

 

(4)  対象水系路線名 

対象水系路線名には，契約書における委託箇所の路線・河川名を記入する。 

（例）市道 1234 号線 

 

(5)  境界座標情報 

境界座標情報は，国土交通省が策定した「土木設計業務等の電子納品要領(案)」

の「場所に関わる情報の記入」に従い，業務範囲を包括する外側境界の座標を記

入すること。 

国土地理院では，業務・工事管理項目の境界座標に関するｻｰﾋﾞｽのｼｽﾃﾑを一般

公開しており，ｲﾝﾀｰﾈｯﾄが利用可能な環境であれば無償でｻｰﾋﾞｽを受けることがで

きる。 

測量成果電子納品「業務管理項目」境界座標入力支援ｻｰﾋﾞｽ 

http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/ 

 成果品の電子媒体に添付する業務管理ﾌｧｲﾙ（INDEX_D.XML）に記入する業務管

理項目については，国土交通省策定の「土木設計業務等の電子納品要領(案)」

に従う。 

 宇都宮市における運用上の留意点は以下に示すとおりである。 
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＊ 「業務実績ｼｽﾃﾑ登録番号」，「設計書ｺｰﾄﾞ」，「住所」，「対象水系路線名」，「境界座

標情報」は，電子納品された成果品を管理・再利用する時の検索ｷｰとなるため，

必須項目とする。なお，記入ﾐｽについては特に注意が必要である。 

 
 〔解説〕業務管理ﾌｧｲﾙの XML ﾌｫｰﾏｯﾄﾃﾞｰﾀの作成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 （業務管理ﾌｧｲﾙ(INDEX_D.XML)の作成例） 

<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?> 

<!DOCTYPE gyomudata SYSTEM "INDE_D04.DTD"> 

<gyomudata DTD_version="04"> 

<基礎情報> 

     <ﾒﾃﾞｨｱ番号>1</ﾒﾃﾞｨｱ番号>  

     <ﾒﾃﾞｨｱ総枚数>1</ﾒﾃﾞｨｱ総枚数>  

     <適用要領基準>土木 200805-01</適用要領基準>  

     <報告書ﾌｫﾙﾀﾞ名>REPORT</報告書ﾌｫﾙﾀﾞ名>  

  <報告書ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙﾌｫﾙﾀﾞ名>REPORT/ORG</報告書ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙﾌｫﾙﾀﾞ名>  

     <図面ﾌｫﾙﾀﾞ名>DRAWING</図面ﾌｫﾙﾀﾞ名>  

    <写真ﾌｫﾙﾀﾞ名>PHOTO</写真ﾌｫﾙﾀﾞ名>  

    <測量ﾃﾞｰﾀﾌｫﾙﾀﾞ名>SURVEY</測量ﾃﾞｰﾀﾌｫﾙﾀﾞ名>  

    <地質ﾃﾞｰﾀﾌｫﾙﾀﾞ名>BORING</地質ﾃﾞｰﾀﾌｫﾙﾀﾞ名>  

   </基礎情報> 

<業務件名等> 

    <業務実績ｼｽﾃﾑﾊﾞｰｼﾞｮﾝ番号>4.0</業務実績ｼｽﾃﾑﾊﾞｰｼﾞｮﾝ番号>  

  <業務実績ｼｽﾃﾑ登録番号>3000123456</業務実績ｼｽﾃﾑ登録番号>  

    <設計書ｺｰﾄﾞ>2014012345</設計書ｺｰﾄﾞ>  

  <業務名称>○○○○調査設計業務委託</業務名称>  

<住所情報> 

 

 

管理ﾌｧｲﾙは，成果ﾃﾞｰﾀを管理するために，管理ﾌｧｲﾙに規定されている管理情報を XML

ﾌｫｰﾏｯﾄで記述する。  

XML ﾌｫｰﾏｯﾄﾃﾞｰﾀの作成は，Windows に付属する「ﾒﾓ帳」などのﾃｷｽﾄｴﾃﾞｨﾀ，あるいは

市販の電子納品ﾃﾞｰﾀ作成ｿﾌﾄを使用して作成や編集することができる。 

 XML の閲覧については，ﾏｲｸﾛｿﾌﾄｲﾝﾀｰﾈｯﾄ･ｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗｰ（ﾊﾞｰｼｮﾝ 5.0 以上）で行なうこ

とができる。 

 また，DTD(Document Type Definition)とは，XML の文書構造を定義するものであり，

電子納品では，国土交通省が作成した DTD ﾌｧｲﾙをそのまま使用する。 

（一財）日本建設情報総合ｾﾝﾀｰのﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞから入手可能 

（http://www.cals.jacic.or.jp/calsed/calsec/dtdxml.htm） 

設計書ｺｰﾄﾞには，契約番号を記入

する。｢半角数字 10桁｣ 

業務名称は，契約書に記載のとおり

記入する。 
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     <住所ｺｰﾄﾞ>09201</住所ｺｰﾄﾞ>  

     <住所>宇都宮市○○町</住所>  

<住所ｺｰﾄﾞ>09201</住所ｺｰﾄﾞ>  

     <住所>宇都宮市○○町</住所>  

  </住所情報> 

     <履行期間-着手>2014-06-01</履行期間-着手>  

     <履行期間-完了>2014-12-20</履行期間-完了>  

    </業務件名等> 

<場所情報> 

  <測地系>01</測地系>  

<水系-路線情報> 

      <対象水系路線ｺｰﾄﾞ>29000</対象水系路線ｺｰﾄﾞ>  

  <対象水系路線名>市道○○○○号線</対象水系路線名>  

      <現道-旧道区分>1</現道-旧道区分>  

      <対象河川ｺｰﾄﾞ></対象河川ｺｰﾄﾞ>  

<左右岸上下線ｺｰﾄﾞ></左右岸上下線ｺｰﾄﾞ>  

<測点情報> 

       <起点側測点-n></起点側測点-n>  

       <起点側測点-m></起点側測点-m>  

  <終点側測点-n></終点側測点-n>  

<終点側測点-m></終点側測点-m>  

  </測点情報> 

<距離標情報> 

  <起点側距離標-n></起点側距離標-n>  

  <起点側距離標-m></起点側距離標-m>  

  <終点側距離標-n></終点側距離標-n>  

  <終点側距離標-m></終点側距離標-m>  

  </距離標情報> 

  </水系-路線情報> 

<境界座標情報> 

  <西側境界座標経度>1395256</西側境界座標経度>  

  <東側境界座標経度>1395301</東側境界座標経度>  

  <北側境界座標緯度>0363321</北側境界座標緯度>  

  <南側境界座標緯度>0363315</南側境界座標緯度>  

</境界座標情報> 

</場所情報> 

<施設情報> 

  <施設名称></施設名称>  

  </施設情報> 

<発注者情報> 

宇都宮市の住所ｺｰﾄﾞは，｢09201｣。

住所は，契約書に記載のとおり記

入する。 

町名が複数ある場合は，それぞれ

分けて記入する 

履行期間は，契約書のとおり記入

する。変更があれば，変更後のも

のを記入する。記入の際は必ず

「YYYY-MM-DD」と記入し，ゼロの

省略は行わない。 

測地系は，世界測地系を記入する。

世界測地系は，｢01｣。 

各ｺｰﾄﾞは，TECRIS ｺｰﾄﾞ表か

ら該当するもの(水系や道

路種別まで)を選択して記

入する。 

対象水系路線名は，契約書

に記載の路河川名を記入

する。 

境界座標情報は，委託箇所の全

体を包括する範囲の緯度経度

を記入する。｢半角数字 7桁｣ 

(国土地理院の境界座標入力支

援ｻｰﾋﾞｽを利用) 
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  <発注者機関ｺｰﾄﾞ>20902201</発注者機関ｺｰﾄﾞ>  

  <発注者機関事務所名>宇都宮市○○部○○課</発注者機関事務所名>  

  </発注者情報> 

<受注者情報> 

  <受注者名>○○○○調査設計株式会社</受注者名>  

  <受注者ｺｰﾄﾞ>00000123</受注者ｺｰﾄﾞ>  

  </受注者情報> 

<業務情報> 

  <主な業務の内容>1</主な業務の内容>  

  <業務分野ｺｰﾄﾞ>042401</業務分野ｺｰﾄﾞ>  

  <業務ｷｰﾜｰﾄﾞ>道路詳細設計</業務ｷｰﾜｰﾄﾞ>  

  <業務概要>本業務は、市道○○○○号線の渋滞解消対策として行なう現道拡幅工事の

基礎資料を作成するための調査設計業務であり、市道○○○○号線と同路線に接続

する市道○○○○号線の道路詳細設計を行ったものである。</業務概要>  

    </業務情報> 

    <予備 />  

  <ｿﾌﾄﾒｰｶ用 TAG />  

  </gyomudata> 

 

宇都宮市の発注者機関ｺｰﾄﾞは，

｢20902201｣。 

発注者機関事務所名は，｢宇都

宮市○○部○○課｣と記入す

る。 

受注者名は，正式名称を省略せ

ず記入する。受注者ｺｰﾄﾞは，

TECRIS ｾﾝﾀｰから通知されるｺｰ

ﾄﾞを記入する。TECRIS 登録対

象外の委託の場合は 0を入力。

業務分野ｺｰﾄﾞ･業務ｷｰﾜｰﾄﾞは，

TECRIS ｺｰﾄﾞ表から該当するも

のを選択して記入する。 

業務概要は，業務の要点が理解

しやすいように簡潔かつ正確

に記入する。 
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3-3-2 ﾌｧｲﾙ形式 

 
電子納品対象成果品のﾌｧｲﾙ形式は，下表のとおりであり，以下に電子ﾃﾞｰﾀに関する

運用を示す。 
 

 調査設計業務の電子納品ﾌｧｲﾙ形式 

＊ 報告書ﾌｧｲﾙのﾃﾞｰﾀ形式は，PDF 形式とする。 

＊ 図面ﾌｧｲﾙのﾃﾞｰﾀ形式は，SXF(SFC)を使用する。 

＊ 各測量には，それぞれｻﾌﾞﾌｫﾙﾀﾞがあり，格納するﾃﾞｰﾀにより形式は，PDF 形式・TXT 形式等になる。 

種 別 項 目 ﾌｧｲﾙ形式 ﾌｫﾙﾀﾞ名 適用する基準等 

設計業務 

報告書 
報告書ﾌｧｲﾙ PDF REPORT 土木設計業務等の 

電子納品要領（案）ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙ ｵﾘｼﾞﾅﾙ REPORT/ORG 

図面 
道路･橋梁･樋
門等 34 工種 

SFC DRAWING CAD 製図基準（案）

写真 
参考写真 JPEG PHOTO/PIC ﾃﾞｼﾞﾀﾙ写真 

管理情報基準 参考図 JPEG,TIFF PHOTO/DRA 

地質･土
質調査 

報告書 
報告書ﾌｧｲﾙ PDF REPORT 土木設計業務等の 

電子納品要領（案）ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙ ｵﾘｼﾞﾅﾙ REPORT/ORG 

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ
柱状図 

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 
交換用ﾃﾞｰﾀ 

XML BORING/DATA 

地質･土質調査成果
電子納品要領（案）

電子柱状図 PDF,SFC BORING/LOG 

電子簡略 
柱状図 

PDF,SFC BORING/DRA 

図面 

地質平面図 SFC DRAWING 土木設計業務等の 
電子納品要領（案）・
CAD 製図基準（案）地質断面図 SFC DRAWING 

土質試験及び
地盤調査 

PDF,JPEG BORING/TEST 地質･土質調査成果
電子納品要領（案）

ｺｱ写真 JPEG BORING/PIC 

写真 現場写真 JPEG PHOTO/PIC 
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ写真 
管理情報基準 

その他 
その他の 

地質調査資料
- BORING/OTHRS 

地質･土質調査成果
電子納品要領（案）

測量作業 
測量 
ﾃﾞｰﾀ 

基準点測量 PDF,TXT 等 SURVEY/KITEN 

測量成果 
電子納品要領 

（案） 

水準点測量 PDF,TXT 等 SURVEY/SUIJUN

地形測量 
DM,PDF, 
TXT 等 

SURVEY/CHIKEI

路線 PDF,TXT 等 SURVEY/ROSEN 

河川 PDF,TXT 等 SURVEY/KASEN 

用地測量 PDF,TXT 等 SURVEY/YOUCHI 
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3-3-3 報告書ﾌｫﾙﾀﾞ（REPORT） 

 
 
 
 
 
 
 

(1) 報告書ﾌｧｲﾙの作成 

1) ﾌｧｲﾙ形式 

報告書のﾌｧｲﾙは PDF とする。 

2) PDF ﾌｧｲﾙのｾｷｭﾘﾃｨｰ設定 

PDF ﾌｧｲﾙを作成する際のｾｷｭﾘﾃｨｰの設定は，文章の変更のみ「許可しない」と

し，その他は「許可する」とする。 

3) ﾌｧｲﾙｻｲｽﾞ 
報告書製本時の 1 冊分が，1 つの PDF 形式となることを原則とする。 

ただし，報告書ﾌｧｲﾙが 10MB を越える場合には，閲覧時の利便性を考慮して，

章や節で分割するなど，1 ﾌｧｲﾙあたり 10MB 以下となるよう考慮すること。 

4) 報告書原稿の作成 

報告書の原稿はﾜｰﾌﾟﾛ，表計算などのｿﾌﾄｳｪｱで作成し，PDF ﾌｧｲﾙはそれらのｿﾌﾄ

ｳｪｱ（ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙ）から直接変換し作成することを原則とする。 

   5) 報告書管理項目 

    「報告書管理項目」のうち「報告書ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙ日本語名」については，必須記

入とし，ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙの内容が分かる名称とする。 
 

(2) 報告書ﾌｧｲﾙの編集 

1) しおりの作成 

PDF 形式の目次である（しおり（ﾌﾞｯｸﾏｰｸ））は，報告書の目次と同じ章，節，

項（見出しﾚﾍﾞﾙ 1～3）までの各項目で作成する。 

また，報告書ﾌｧｲﾙを分割して作成する場合，当該ﾌｧｲﾙ以外の別ﾌｧｲﾙへﾘﾝｸとな

る「しおり」は，大項目に関してのみ作成する。 

     2) PDF 閲覧ｲﾒｰｼﾞ図 

 

 

 

 

 

 

 
 

 報告書ﾌｫﾙﾀﾞ（REPORT）には，設計業務委託，地質･土質調査業務委託におけ

る報告書を格納する。 

 REPORT ﾌｫﾙﾀﾞ内のﾃﾞｰﾀ作成については，国土交通省策定の「土木設計業務等の

電子納品要領(案)」に従う。 

 宇都宮市における報告書ﾌｧｲﾙ作成上の留意点は以下に示すとおりである。 

しおり             本 文 

○○○○ 

×××× 

△△△△ 

1 ○○○○ 

2-1 ×××× 

2-2-1 △△△△ 

□□□□ 2-2-2 □□□□ 
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(3) 報告書ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙ 

1) ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙの提出 

報告書ﾌｧｲﾙ（PDF 形式）を作成するために使用した全ての原稿ﾃﾞｰﾀは，ｵﾘｼﾞﾅﾙ

ﾌｧｲﾙとして提出することを原則とする。 

2) ﾜｰﾌﾟﾛｿﾌﾄ及び表計算ｿﾌﾄのｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙ 

ﾜｰﾌﾟﾛｿﾌﾄ及び表計算ｿﾌﾄにより作成した報告書のｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙのﾃﾞｰﾀ形式は，業

務着手時に受発注者間で協議を行ない決定する。 

3) その他のｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙ 
ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙの提出の必要性及びﾃﾞｰﾀの形式については，業務着手時に受発注者

間で協議を行ない決定する。協議にあたっては，ﾌｧｲﾙの再利用の可能性，作成ｿ

ﾌﾄの一般性を考慮する。 
 
3-3-4 図面ﾌｫﾙﾀﾞ（DRAWING） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)  CAD ﾃﾞｰﾀ交換ﾌｫｰﾏｯﾄ 

図面のﾌｧｲﾙ形式は，SXF(SFC)とし，CAD ｿﾌﾄ固有のﾌｧｲﾙ形式である「DXF」「DWG」

等での提出は認めない。 

※ 受発注者間協議により，国土交通省で採用しているﾌｧｲﾙ形式である

「SXF(P21)」での提出を可能とする。 
 

(2)  SXF ﾌﾞﾗｳｻﾞ（閲覧印刷ｿﾌﾄ） 

CAD ﾃﾞｰﾀ交換標準（SXF）に対応した CAD ｿﾌﾄによって作成された図面ﾃﾞｰﾀにつ

いては， 格納前に SXF ﾌﾞﾗｳｻﾞ等で表示し適正な図面であることを目視確認する。 

なお，確認等を行なう場合は，財団法人日本建設情報総合ｾﾝﾀｰのﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

（http://www.cals.jacic.or.jp/calsed/calsec/cadsxfb.htm）より無償で入手

することができる SXF ﾌﾞﾗｳｻﾞ※又は，ｵｰﾌﾟﾝ CAD ﾌｫｰﾏｯﾄ評議会(OCF)で SXF 表示機

能及び確認機能要件書（案）に基づき民間で開発され，OCF による機能要件が認

証された SXF ﾋﾞｭｰﾜで行う。 

※ CAD製図基準（案）[H20.5]に基づいて作成された図面は「SXF ﾌﾞﾗｳｻﾞ Ver3.20」とし，CAD 製図基準（案） 

[H16.6]に基づいて作成された図面は「SXF ﾌﾞﾗｳｻﾞ Ver.3.12」を使用する。 

図面ﾌｫﾙﾀﾞ（DRAWING）には，設計業務委託における設計図面のほか，地質･土

質調査業務委託における地質平面図・地質断面図を格納する。 

 DRAWING ﾌｫﾙﾀﾞ内のﾃﾞｰﾀ作成については，国土交通省策定の「CAD 製図基準

（案）」，「CAD 製図基準に関する運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（案）」及び栃木県策定の「栃木県

CAD 製図基準運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ」に従う。 

 図面のﾌｧｲﾙ形式は SXF（SFC）とし，ﾃﾞｰﾀ交換時の再利用性を確保するため，

SXF の仕様は Ver.3.1 ﾚﾍﾞﾙ 2 とする。 

（参考：SXF 利用者のための CAD 製図解説書） 

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0403.htm 
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(3)  設計図面のｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙ 

図面ﾌｧｲﾙ（SXF(SFC)）の基となるｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙは，電子納品することを妨げない。 

ただし，電子納品を行う際には，以下の内容に配慮する。 

1) ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙの提出 

ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙは電子納品の対象外であるため，電子納品を求める場合には，業務

着手時に受発注者間協議を行い納品の有無を決定する。 

その際，発注者は，ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙの提出により電子納品媒体が複数枚に及ぶ場合

など，本来の電子成果品の作成に支障がないよう配慮する。 

2) ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙのﾌｧｲﾙ形式 

ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙのﾌｧｲﾙ形式は，受注者が使用するｿﾌﾄのﾌｧｲﾙ形式とする。 

3) ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙの格納場所 

ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙのﾃﾞｰﾀ格納場所は，「DRAWING/OTHRS」とする。ただし，XML には記

述しない。 

 

 
図面のﾌｧｲﾙは，以下のとおりとする。 

・ ﾗｲﾌｻｲｸﾙは，測量及び地質･土質調査「S」，設計「D」とする。 

・ 整理番号は「0」とする。 

・ 図面番号は全体の通し番号とする。 

・ 改訂履歴は「Z」とする。（なお，発注図面は「0」とする。） 
 
 
   （例-1）設計段階の図面で，横断図の 2枚目の場合 

        （横断図の前に平面図，縦断図が各 1 枚あると仮定） 

          D   0   CS   004   Z  ． SFC 
 
 
 
 
 
 
   （例-2）測量段階の図面で，構造図の 1枚目の場合 

        （構造図の前に平面図，縦断図，横断図が計 6枚あると仮定） 

          S   0   VS   007   Z  ． SFC 
 
 
 

運用上の注意事項 

ﾗｲﾌｻｲｸﾙ 

設計｢D｣

整理番号 

固定｢0｣

図面種類 

縦断図｢CS｣ 
通し番号 

全体の 4 枚目 
改訂履歴 

納品図面｢Z｣

ﾗｲﾌｻｲｸﾙ 

測量｢S｣

整理番号 

固定｢0｣

図面種類 

構造図｢VS｣ 
通し番号 

全体の 7 枚目

改訂履歴 

納品図面｢Z｣
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3-3-5 写真ﾌｫﾙﾀﾞ（PHOTO） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現場写真の提出方法は，「報告書に貼付け」を基本とするが，再利用性や写真の枚

数を考慮の上，受発注者間協議により「写真帳として整理」も可能とする。  
 

(1) ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗの有効画素数 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗの有効画素（ﾋﾟｸｾﾙ）数は，130 万画素程度を標準とする。 

 

 
 
 
 
 

(2) ｽｷｬﾅｰ読込み時の解像度 

参考図をｽｷｬﾅｰ読み取り等で作成する場合は，図面が判読できる解像度とし，

300dpi 程度を標準とする。 

 
(3) 写真情報管理ﾌｧｲﾙに記入する写真管理項目 

写真情報管理ﾌｧｲﾙに記入する写真管理項目は項目はﾃﾞｼﾞﾀﾙ写真管理情報基準

に準じることとするが，以下の 2項目については必須記入とする。 

なお，代表写真と提出頻度の項目は必須とする。 

 

 宇都宮市 国土交通省 栃木県 

工 種 ◎：必須記入 ○：条件付き必須記入 ◎：必須記入 

撮影箇所 ◎：必須記入 ○：条件付き必須記入 ◎：必須記入 

 
(4) 写真閲覧ｿﾌﾄ 

電子納品する電子媒体には，「閲覧ｿﾌﾄ（ﾋﾞｭｱｿﾌﾄ）」は格納しない。 

 写真ﾌｫﾙﾀﾞ（PHOTO）の下に，写真ｻﾌﾞﾌｫﾙﾀﾞ（PIC）と参考図ｻﾌﾞﾌｫﾙﾀﾞ（DRA）

を置く。 

 PHOTO ﾌｫﾙﾀﾞには，現場写真帳を格納する。 

ただし，現場写真を報告書に添付して提出する場合は，写真ﾌｫﾙﾀﾞ（PHOTO）

は使用しないため作成しない。 

PHOTO ﾌｫﾙﾀﾞ内のﾃﾞｰﾀ作成については，国土交通省策定の「ﾃﾞｼﾞﾀﾙ写真管理情

報基準」に従う。 

 写真のﾌｧｲﾙ形式は，JPEG とする。 

 参考図のﾌｧｲﾙ形式は，JPEG または TIFF とする。 

80 万画素  ≒  1024× 768  （200KB 程度／枚）  不可 × 

130 万画素  ≒  1280× 960  （350KB 程度／枚）  標準 ◎ 

200 万画素  ≒  1600×1200  （500KB 程度／枚）  可  ○ 

300 万画素  ≒  2048×1536  （800KB 程度／枚）  不可 × 
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3-3-6 測量ﾃﾞｰﾀﾌｫﾙﾀﾞ（SURVEY） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 公共測量作業規程に準じる場合 

現況平面図を公共測量作業規程に準じて作成する際に，線の太さ，線の種類等

が国土交通省策定の「CAD 製図基準(案)」に合致しない場合は，公共測量作業規

程を優先させることとするが，受注者はその内容を発注者に説明し，設計段階で

の利用を十分考慮して納品すること。 

 

(2) 現場写真の提出方法を「報告書に貼付け」とした場合 

現場写真の提出方法を「報告書に貼付け」とした場合は，測量記録（WORK）に

貼り付けて提出する。 

なお，ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗの有効画素（ﾋﾟｸｾﾙ）数は，130 万画素程度を標準とする。 

 

(3) ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｯﾋﾟﾝｸﾞで DM ﾃﾞｰﾀを作成した場合 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｯﾋﾟﾝｸﾞで DM ﾃﾞｰﾀを作成した場合は，DM ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙ（DM）と DM ﾃﾞｰﾀｲﾝﾃﾞ

ｯｸｽﾌｧｲﾙ（DMI）を CAD(SXF(SFC))と併せて提出する。(DATA ｻﾌﾞﾌｫﾙﾀﾞに格納する) 

 

(4) 測量記録の電子納品対象範囲 

測量記録のうち電子納品の対象とする書類の範囲は，再利用を十分考慮した上

で，受発注者間協議により決定する。  

なお，野帳などｽｷｬﾅｰで読み取りを必要とする書類を，電子納品の対象とする

場合は，必要 小限にする。 

 

(5) 平板測量における成果等 

地形図原図・複製用ﾎﾟｼﾞ原図（第二原図）は，原則として電子納品の対象外と

して従来通りの納品を行なうものとするが，これらの成果を電子納品する場合は，

受発注者間協議により決定する。 

 測量ﾃﾞｰﾀﾌｫﾙﾀﾞ（SURVEY）の下に，ｻﾌﾞﾌｫﾙﾀﾞ（KITEN，SUIJUN，CHIKEI，ROSEN，

KASEN，YOUCHI，DOC）を置き，ｻﾌﾞﾌｫﾙﾀ （゙KITEN，SUIJUN，CHIKEI，ROSEN，KASEN，

YOUCHI）の下に測量記録（WORK），測量成果（DATA），その他（OTHRS）のｻﾌﾞﾌｫﾙ

ﾀﾞを置く。 

ただし，格納するﾃﾞｰﾀが無い場合は，そのﾌｫﾙﾀﾞは作成しない。 

SURVEY ﾌｫﾙﾀﾞ内のﾃﾞｰﾀ作成については，国土交通省策定の「測量成果電子納品

要領(案)」に従う。 

 測量成果は，CAD 図面で納品することとし，国土交通省策定の「CAD 製図基準

(案)」に準拠して作成する。 

 図面のﾌｧｲﾙ形式は SXF（SFC）とし，ﾃﾞｰﾀ交換時の再利用性を確保するため，

SXF の仕様は Ver.3.1 ﾚﾍﾞﾙ 2 とする。 

 なお，ﾌｧｲﾙ名は，国土交通省策定の「測量成果電子納品要領(案)」に従い命

名する。 
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3-3-7 地質ﾃﾞｰﾀﾌｫﾙﾀﾞ（BORING） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1) 報告書 

報告書は，設計業務の報告書ﾌｧｲﾙと同一の運用とする。 

 

(2) 現場写真の提出方法を「報告書に貼付け」とした場合 

現場写真の提出方法を「報告書に貼付け」とした場合は，PHOTO ﾌｫﾙﾀﾞは作成

しない。 

なお，ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗの有効画素（ﾋﾟｸｾﾙ）数は，130 万画素程度を標準とする。 

ただし，ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞｺｱ写真については，200 万画素（1600×1200）以上の高品質

画像で撮影すること。 

 

(3) 電子簡略柱状図のﾚｲﾔ 

電子簡略柱状図のﾚｲﾔについては，「S-BGD-BRG」とし，全てのﾃｷｽﾄ並びに図形

情報を同一ﾚｲﾔに設定する。なお，線色は「白」とする。 

 

＊ 工事内における地質･土質調査成果についても，電子納品の対象とする。 

 

 地質ﾃﾞｰﾀﾌｫﾙﾀﾞ（BORING）の下に，ｻﾌﾞﾌｫﾙﾀﾞ（DATA，LOG，DRA，PIC，TEST，

OTHRS）を置く。 

ただし，格納するﾃﾞｰﾀが無いﾌｫﾙﾀﾞは作成しない。 

BORING ﾌｫﾙﾀﾞには，地質･土質調査業務委託におけるﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ柱状図，ｺｱ写真，

地質・土質調査資料等を格納する。 

BORING ﾌｫﾙﾀﾞ内のﾃﾞｰﾀ作成については，国土交通省策定の「地質･土質調査成

果電子納品要領(案)」に従う。 

 図面のﾌｧｲﾙ形式は SXF（SFC）とし，ﾃﾞｰﾀ交換時の再利用性を確保するため，

SXF の仕様は Ver.3.1 ﾚﾍﾞﾙ 2 とする。 
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3-3-8 電子媒体 

 

(1) 使用媒体 

 
 
 
 
 
 
 
 

＊ 納品された電子ﾃﾞｰﾀの原本性を確保するため，納品用の電子媒体には，格納ﾃﾞｰ

ﾀの書き換えが不可能な媒体を使用する。 

＊ 検査時は修正可能な電子媒体（CD-RW 等）による受験を認めるが，ﾃﾞｰﾀは電子納

品の規定どおり作成するものとし，検査終了後，速やかに電子媒体を提出する

こと。（検査終了後 2 週間以内） 

＊ なお，受発注者間協議により DVD-R による提出も可能とする。 

 

〔解説〕CD-R ﾌｫｰﾏｯﾄ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 電子媒体ﾗﾍﾞﾙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 成果品の電子納品における媒体は，CD-R(書き込みが 1度しかできない設定を

したもの)を原則とし，以下の各項目に従うものとする。 

CD-R は，ISO9660 ﾌｫｰﾏｯﾄ（ﾚﾍﾞﾙ 1）とする。 

1 枚の媒体に格納することを基本とするが，納まらない場合は，受発注者間協

議の上，決定するものとする。 

納品時には 2 部を納品する。 

 「ISO9660」は，汎用性が高い CD-R/RW 用の標準ﾌｫｰﾏｯﾄ規格である。 

 この規格は，ﾌｧｲﾙ名として使用可能な文字数に応じてﾚﾍﾞﾙ 1～3 が規定されてい

る。 も多くの OS に対応可能な「ﾚﾍﾞﾙ１」は，ﾌｧｲﾙ名 8文字＋拡張子 3 文字，使用

できる文字は，半角の英数字（A～Z，0～9）及び_（ｱﾝﾀﾞｰﾊﾞｰ）のみと，制限が厳し

くなっている。 

 この他に，Windows95/98/NT 用に Microsoft が ISO9660 を拡張した「Joliet」，

Macintosh 用の独自ﾌｫｰﾏｯﾄである「HFS」，UNIX 系の OS 用の ISO9660 拡張である

「RockRidge」などがあるが，電子納品としての使用は認めない。 

 成果品の電子納品時における使用媒体には，以下の各項目を表示するものと

する。 

 表示方法については，電子媒体表面への直接印字，又は油性ﾏｼﾞｯｸ等など傷を

付ける恐れのないもので書き込みをするものとする。（ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ，鉛筆など硬質

な筆記具は使用不可） 

 ﾗﾍﾞﾙｼｰﾙ等の貼付けによる表示は認めない。（部分・全面貼付けともに不可） 

 発注者欄及び受注者欄の記入にあっては，油性ﾏｼﾞｯｸ等など傷を付ける恐れの

ないものでｻｲﾝをするものとする。（押印は不可） 
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1) 納品する電子媒体には，以下の必要項目を全て表示する。 

№ 項  目 備  考 

1 設計書ｺｰﾄﾞ 契約番号（10 桁） 

2 (TECRIS 登録番号) 登録義務のある金額以上の場合 

3 発注年度，業務名称 設計書記載の年度・業務名称 

4 委託業務場所 設計書記載の場所（路線・河川名） 

5 電子媒体作成年月 業務完了月（契約書履行期間末月） 

6 何枚目/総枚数 成果枚数の表示 

7 発注者名 発注課を括弧書き 

8 受注者名  

9 ｳｨﾙｽﾁｪｯｸに関する情報 ｿﾌﾄ名，定義年月日，ｳｨﾙｽﾁｪｯｸ日の表示 

10 ﾌｫｰﾏｯﾄ形式 ISO9660（ﾚﾍﾞﾙ 1）※CD-R の場合 

 

2) 「ｳｨﾙｽﾁｪｯｸに関する情報」については，使用した「ｳｨﾙｽ対策ｿﾌﾄ名」，「ｳｨﾙｽ定

義年月日」若しくは「ﾊﾟﾀｰﾝﾌｧｲﾙ名」，「ﾁｪｯｸ年月日」を明記する。 

 

3) ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｹｰｽの背表紙には，表示例のように「業務名称」「作成年月」「設計書ｺ

ｰﾄﾞ」を記載する。 

 

 

(3) 成果品が複数枚に渡る場合の処置 

ﾌｧｲﾙ容量が大きい場合やﾌｧｲﾙの数が多い場合は，成果品の電子媒体が複数枚必

要となるが，その場合の留意事項は，以下に示すとおりである。 

・ 各媒体に付けるﾗﾍﾞﾙに何枚目/総枚数を明記する。 

・ 何枚目の媒体であっても媒体内のﾙｰﾄからのﾌｫﾙﾀﾞ構成は変更しない。 

・ 何枚目の媒体であっても業務管理ﾌｧｲﾙ（INDEX_D.XML）を各媒体のﾙｰﾄ直下に添

付する。ただし，各業務管理項目のﾒﾃﾞｨｱ番号は，ﾗﾍﾞﾙに明記してある何枚目/

総枚数と整合をとる。 
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(4) 電子媒体（CD-R）の表示例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 電子媒体（CD-R）ｹｰｽの背表紙表示例 

設計書ｺｰﾄﾞ：0000000000 

（TECRIS 登録番号）：○○○○○○ 

平成○○年度 ○○○○○業務委託 

宇都宮市○○町（市道○○○○号線） 

平成○○年○月  ○／○ 

発注者：宇都宮市（○○○○課） 

受注者：○○○○測量設計㈱ 

ｳｨﾙｽ対策ｿﾌﾄ名：○○○○○○ 

ｳｨﾙｽ定義年月日：平成○○年○月○日

ｳｨﾙｽﾁｪｯｸ年月日：平成○○年○月○日

ﾌｫｰﾏｯﾄ形式：ISO9660（ﾚﾍﾞﾙ１） 

平成○○年度 ○○○○○業務委託   平成○○年○月    【0000000000】

発注者欄 受注者欄 

ｻｲﾝ ｻｲﾝ
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4 工事完成図書の電子納品運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 

 
4-1 適用とﾌｫﾙﾀﾞ構成 

 
4-1-1 適用 

 
 
 
 
 

＊ 本ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに規定されていない項目については，国土交通省策定の「工事完成図

書の電子納品等要領」に従うものとする。 

 
 
4-1-2 電子納品適用項目 

 
 
 
 
 

【電子納品適用項目】 

書 類 作成者 ﾌｫﾙﾀﾞ 管理ﾌｧｲﾙ ﾌｧｲﾙ形式 区分 

工事管理情報 受注者 － INDEX_C.XML XML ◎必須 

特記仕様書 発注者 DRAWINGS － PDF ◎必須 

打合せ簿 受注者 MEET MEET.XML PDF ◎必須 

施工管理資料 受注者 MEET MEET.XML PDF ◎必須 

施工計画書 受注者 PLAN PLAN.XML PDF ◎必須 

使用材料承認願 受注者 － － － ○協議 

完成図面 受注者 DRAWINGF DRAWING.XML SFC *1○協議

台帳 受注者 REGISTER REGISTER.XML 要協議 *2△協議

工事写真帳 受注者 PHOTO PHOTO.XML JPEG/TIFF ◎必須 

地質・土質調査結果 受注者 BRING BRING.XML SFC,PDF,JPG *3○協議

その他 受注者 OTHRS OTHRS.XML PDF ◎必須 

*1 完成図面は，発注図面が電子化されている場合にのみ対象とし，国土交通省策定の「CAD 製図基準(案)」に従って

作成する。「CAD 製図基準(案)」に記載の無い工種については，類似工種を準用する。 

*2  台帳は，発注者が必要である場合にのみ対象とし，受発注者間協議においてﾌｧｲﾙ形式，内容等を決定する。 

*3 地質・土質調査結果がある場合にのみ対象とし，国土交通省制定の「地質・土質調査成果電子納品要領（案）」及び

「電子納品ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（案）【 地質・土質調査編】 」に従って作成する。

 本ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝは，共通仕様書（宇都宮市建設工事共通仕様書，宇都宮市上下水

道局工事仕様書）及び特記仕様書において規定される成果品を，電子的手段に

より引き渡す場合に適用する。 

 電子納品対象工事では，要領で定められた電子納品のうち，以下の項目につ

いて電子納品を実施する。 
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4-1-3 押印が必要な書類の取扱い 

 
 
 
 

(1)  再利用や電子ﾒｰﾙの利用など電子化の効果が高いと思われる書類 

 

1) 電子納品の対象とし，事前協議によりｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙの形式を決定する。 

＊ ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙとは，PDF 化する前の原本ﾃﾞｰﾀを指し，Word や Excel 等の受発注

者が一般的に利用できるものとする。 

 

2) 押印前の書類を電子ﾃﾞｰﾀで提出する。（ﾌｧｲﾙ形式等は各ﾌｫﾙﾀﾞの規定に従う） 

3) 印刷・押印後の書類をあわせて提出する。 

印刷・押印後の書類を「正」として保管し，電子ﾃﾞｰﾀは，「参考扱い」とする。 

なお，押印後の書類をｽｷｬﾅｰで読み取り，電子化することは必要としない。 
 

(2)  再利用など電子化の効果が低く，ｽｷｬﾅｰ読み取り（製品ｶﾀﾛｸﾞ等）など電子化に

多大な労力を必要とする書類 

 

1) 電子納品の対象としない。 
2) 従来どおり押印後の書類（紙）を提出する。 

 

 押印が必要な書類に関する電子納品実施の是非については，受発注者間協議

により決定するが，取扱いについては，以下のとおりとする。 
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4-1-4 電子納品対象書類のﾌｫﾙﾀﾞ構成 

 
電子納品の対象書類のﾌｫﾙﾀﾞ構成は，下図のとおりであり，電子納品するそれぞれ

のﾃﾞｰﾀは，所定のﾌｫﾙﾀﾞに格納し，電子媒体で納品する。 

 

電子納品対象資料（工事）と資料の格納場所 

 

ﾌｫﾙﾀﾞ 
ｻﾌﾞﾌｫﾙﾀﾞ 

（ﾌｫﾙﾀﾞの中に格納されて
いるﾌｫﾙﾀﾞ） 

格納する成果品 ﾌｧｲﾙ形式 

 
 
電子媒体ﾙｰﾄ 
（電子媒体を開いたときに表示されるもの

は，右の管理ﾌｧｲﾙと，この表に示すﾌｫﾙﾀﾞ

のみとする） 

・工事管理ﾌｧｲﾙ 

・ＤＴＤ INDEX_C.XML 

INDE_C05.DTD 
(工事管理ﾌｧｲﾙは上記の２つで１ｾｯﾄ) 

 
（施工計画書ﾌｫﾙﾀﾞ） 
施工計画書に関する電子ﾃﾞｰﾀを格納す

る。 

・施工計画書管理ﾌｧｲﾙ 
・ＤＴＤ 
・結合済の施工計画書

ﾌｧｲﾙ 
（変更毎に 1 ﾌｧｲﾙ作成

します） 

 PLAN.XML(管理ﾌｧｲﾙ) 

 PLAN_05.DTD 

 (PLAN_05.XSL) 

PLA**_ZZ.PDF 
（結合した施工計画書ﾌｧｲﾙ） 

 

 
施工計画書ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙ 
ﾌｫﾙﾀﾞ 

・当初施工計画書 

・変更施工計画書 ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙ 
（どんなﾌｧｲﾙ形式でも可能だが，命名規則に沿ったﾌｧ

ｲﾙ名をつける） 
 
 

 

（打合せ簿ﾌｫﾙﾀﾞ） 
工事打合せ簿や施工管理資料を格納す

る。 

 

ﾌｧｲﾙ名については，Ｐ４２を参照 

・打合せ簿管理ﾌｧｲﾙ 
・ＤＴＤ 
・結合済の打合せ簿ﾌｧｲ

ﾙ 
・結合済の設計図照査

表ﾌｧｲﾙ 
・結合済の事前調査測

量等資料ﾌｧｲﾙ 

 MEET.XML(管理ﾌｧｲﾙ) 

 MEET_05.DTD 

 (MEET_05.XSL) 

M****_ZZ.PDF 
（結合した打合せ簿ﾌｧｲﾙ） 

M****_ZZ.PDF 
（結合した設計図照査表ﾌｧｲﾙ） 

M****_ZZ.PDF 
（結合した事前調査測量等資料ﾌｧｲﾙ） 

 

 
打合せ簿ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙ 
ﾌｫﾙﾀﾞ 

・打合せ簿ﾌｧｲﾙ 
・設計図書照査表ﾌｧｲﾙ 
・事前調査測量等資料

ﾌｧｲﾙ 

ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙ 
（どんなﾌｧｲﾙ形式でも可能だが，命名規則に沿ったﾌｧ

ｲﾙ名をつける） 

ORG

MEET 

 
PLAN 

 
ORG 
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（写真ﾌｫﾙﾀﾞ） 
写真に関する電子ﾃﾞｰﾀを格納する。 

・写真管理ﾌｧｲﾙ 
・ＤＴＤ 
 

 PHOTO.XML(管理ﾌｧｲﾙ) 

 PHOTO_05.DTD 

 

 
写真ﾌｫﾙﾀﾞ 
 

・写真ﾌｧｲﾙ 
*****.JPG(JPEG ﾌｧｲﾙ) 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ写真 

 

 
参考図ﾌｫﾙﾀﾞ 
 

・参考図ﾌｧｲﾙ 
*****.JPG/*****.TIF/******.PDF 

参考図ﾌｧｲﾙ 

 
（完成図書ﾌｫﾙﾀﾞ） 
完成図に関する電子ﾃﾞｰﾀを格納する。 

・図面管理ﾌｧｲﾙ 
・ＤＴＤ 
・発注図ﾌｧｲﾙ 
・ﾗｽﾀﾌｧｲﾙ 
（点打ち画像ﾌｧｲﾙ，ﾄﾞｯﾄ画

像ﾌｧｲﾙ） 
・ＳＡＦﾌｧｲﾙ 
（SXFVer3.0 ﾚﾍﾞﾙ 2以上の

機能を利用した場合に生

成される属性ﾌｧｲﾙ） 

 DRAWINGF.XML(管理ﾌｧｲﾙ) 

 DRAW_04.DTD 

 ********.SFC（発注図面ﾌｧｲﾙ） 

 ********.JPG/********.TIF(ﾗｽﾀﾌｧｲﾙ） 

  ********.SAF(属性ﾌｧｲﾙ) 

 

 

 
完成図書ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙ 
ﾌｫﾙﾀﾞ 

・完成図書ﾌｧｲﾙ 
ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙ 

（どんなﾌｧｲﾙ形式でも可能だが，命名規則に沿ったﾌｧ

ｲﾙ名をつける） 

 
（台帳ﾌｫﾙﾀﾞ） 
発注者が指示する管理台帳の電子ﾃﾞｰﾀ

を格納する。 
 

・台帳管理ﾌｧｲﾙ 
・ＤＴＤ 
・台帳ﾃﾞｰﾀ一覧表 
（ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｫﾙﾀﾞ内の格

納ﾃﾞｰﾀの種別を表にす

る） 

 REGISTER.XML(管理ﾌｧｲﾙ) 

 REGIST05.DTD 

 REGLIST.PDF 

 

 
台帳ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙ 
ﾌｫﾙﾀﾞ 

・管理台帳ﾌｧｲﾙ 
ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙ 

（発注者の指示するﾃﾞｰﾀ形式で提出する） 

 

 
台帳ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙ 
ﾌｫﾙﾀﾞ 

・管理台帳ﾌｧｲﾙ 
ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙ 

（発注者の指示するﾃﾞｰﾀ形式で提出する） 

 

 
台帳ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙ 
ﾌｫﾙﾀﾞ 

・管理台帳ﾌｧｲﾙ 
ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙ 

（発注者の指示するﾃﾞｰﾀ形式で提出する） 

 
DRAWINGF 

 
OTHER 

 
REGISTER 

ORG01 

ORG03 

ORG02 

 
PHOTO 

 
PIC 

 
DRA 
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地質ﾃﾞｰﾀﾌｫﾙﾀ （゙地質・土質調査成果

に関する電子ﾃﾞｰﾀを格納する。） 

・地質情報管理ﾌｧｲﾙ 
・ＤＴＤ 
 

 BORING.XML(管理ﾌｧｲﾙ) 

 BRG0150.DTD 

 

 
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ交換用ﾃﾞｰﾀ 
ｻﾌﾞﾌｫﾙﾀﾞ 

・ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ交換用ﾃﾞｰﾀ 

・ＤＴＤ 
 BED****.XML(管理ﾌｧｲﾙ) 

 BED0300.DTD 

 
電子柱状図ｻﾌﾞﾌｫﾙﾀﾞ 

・電子柱状図 
********.SFC /********.PDF 

 
電子簡略柱状図ｻﾌﾞﾌｫﾙﾀﾞ 

・電子簡略柱状図 
********.SFC /********.PDF 

 
ｺｱ写真 
ｻﾌﾞﾌｫﾙﾀﾞ 

・ｺｱ写真管理ﾌｧｲﾙ 
・ＤＴＤ 
・ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺｱ写真 
・ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺｱ写真整理結

果 

 COREPIC.XML(管理ﾌｧｲﾙ) 

 CPIC0200.DTD  

*****.JPG(JPEG ﾌｧｲﾙ) 

 
土質試験及び地盤調査 
ｻﾌﾞﾌｫﾙﾀﾞ 
（各種試験結果ｻﾌﾞﾌｫﾙﾀﾞ）

・土質試験及び地盤調

査管理ﾌｧｲﾙ 
・DTD 
・電子土質試験結果一

覧表ﾃﾞｰﾀ 
・土質試験結果一覧表

ﾃﾞｰﾀ 
・電子ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ 
・ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ交換用ﾃﾞｰﾀ 
・ﾃﾞｼﾞﾀﾙ試料供試体写

真 
 

 GRNDTST.XML(管理ﾌｧｲﾙ) 

 GTST0200.DTD 

 ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙ.XML(管理ﾌｧｲﾙ) 

 ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙ.DTD 

 ********.PDF（報告書ﾌｧｲﾙ） 

 ********.JPG(ｺｱﾃﾞｼﾞﾀﾙ写真ﾌｧｲﾙ) 

 
（その他ﾌｫﾙﾀﾞ） 
工事履行報告書，段階確認書，その他の

工事に関する電子ﾃﾞｰﾀを格納する。 

・その他管理ﾌｧｲﾙ 
・ＤＴＤ 
・結合済の工事履行報

告書ﾌｧｲﾙ 
・結合済みの段階確認

書（立会書） 

 OTHRS.XML(管理ﾌｧｲﾙ) 

 OTHRS_05.DTD 

PRG**_ZZ.PDF 
（結合した工事履行報告書ﾌｧｲﾙ） 

CHK**_ZZ.PDF 
（結合した段階確認書ﾌｧｲﾙ） 

 

 
工事履行報告書ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙ 
ﾌｫﾙﾀﾞ 

・工事履行報告書ﾌｧｲﾙ 

 ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙ 
（どんなﾌｧｲﾙ形式でも可能だが，命名規則に沿ったﾌｧ

ｲﾙ名をつける） 

 

 
段階確認書ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙ 
ﾌｫﾙﾀﾞ 

・段階確認書ﾌｧｲﾙ 

（立会書ﾌｧｲﾙ） ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙ 
（どんなﾌｧｲﾙ形式でも可能だが，命名規則に沿った

ﾌｧｲﾙ名をつける） 

 
BORING 

OTHRS 

 
ORG01 

 
ORG02 

 
DATA 

 
LOG 

 
DRA 

 
PIC 

 
TEST 



 電子納品運用に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ[土木編] 
 

 
 
 

- 31 - 
 

※ ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｰﾀについては，設計図書に地質調査の実施が明記されておらず請負者が自主的に実施した地質調査は納品

を行う必要はないが，今後の事業に有益であると判断される場合は，受発注者間協議した上で，国土交通省で定める

「地質・土質調査成果電子納品要領（案）」に従い電子納品を行う。 

※ 台帳ﾃﾞｰﾀについては，発注者が管理台帳のﾃﾞｰﾀを必要とした場合にのみ，その内容やﾌｧｲﾙ形式を受発注者間協議に

よって決定し電子納品を行う。 

※ 国土交通省の電子納品ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝにおいて，長期保存ﾃﾞｰﾀの電子成果物は「工事完成図」「地質・土質調査成果」「台

帳」，短期保存ﾃﾞｰﾀの工事書類は「工事写真」「施工計画書」「工事打合書」「段階確認書」等に分類されているが，本

市では一律で電子成果品とみなし長期保存の対象とする。
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4-2 電子納品の実施にあたっての留意事項 

 
4-2-1 積算上の考え方 

 
 
 
 

＊ 従来の紙での納品に場合においても，文書や図面等は既に電子化されている場合

が多く，電子納品するにあたって改めて電子化する手間はほとんどないことから，

紙での納品と同様とする。 
 
4-2-2 発注図書の準備 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) 表題欄・ﾌｧｲﾙ名の付け替え 

設計成果から必要な図面を抽出し，発注図書を作成するが，その際，図番変更

に伴い，表題欄・ﾌｧｲﾙ名の変更が生ずることに留意する。 

1) 表題欄 

（例）○○○道路詳細設計 CAD ﾃﾞｰﾀを○○○道路△△工事に使用する場合 

   表題の工事名欄：○○○道路詳細設計⇒○○○道路△△工事 

2) ﾌｧｲﾙ名 

設計段階で使用していたﾌｧｲﾙ名の責任主体を，ﾗｲﾌｻｲｸﾙに合せて「D（設計）」

から「C（施工）」に付け替える，改訂履歴は「Z」から「0」にする。 

（例）○○○道路詳細設計の平面図（PL）を発注図に使用する場合 

       ﾌｧｲﾙ名：DOPL001Z.SFC⇒COPL0010.SFC 

 

(2) ﾌｧｲﾙの引渡し 

発注者は，受注者に CAD 図面ﾃﾞｰﾀを引き渡す時，CAD 図面ﾃﾞｰﾀが「CAD 製図基

準(案)」に準拠して作成されていることを SXF ﾌﾞﾗｳｻﾞで表示の確認を行うととも

に，「電子納品ﾁｪｯｸｼｽﾃﾑ」等を用いて確認する。 

また，その際発注者が作成した図面管理ﾌｧｲﾙ（DRAWINGS.XML）も引き渡すこと

とする。 

 工事完成図書の電子納品に係わる費用については，現行の共通仮設費率で対

応する。 

(1) 発注準備 

 発注図書は，設計成果である CAD ﾃﾞｰﾀを施工対象範囲より工区分割・統合を

行い作成されることから，CAD 製図基準（案）によらないﾚｲﾔ，線種，線色等が

ある場合，工区毎に異なることがないよう留意すること。 

(2) 表題欄・ﾌｧｲﾙ名の付け替え 

 発注図書作成時には，図番変更等が必要となるが，それに併せて，表題欄・

ﾌｧｲﾙ名も変更する必要がある。 
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なお，発注図が「CAD 製図基準(案)」に準拠していない場合は，完成図の電子

納品を求めないものとする。 

ただし，電子納品の推進の視点から受発注者間協議の上，完成図の電子納品を

妨げるものではない。 

 

表４－１ 電子ﾃﾞｰﾀとして貸与する設計図書（例） 
ﾌｫﾙﾀﾞ  

貸与する電子ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙ 
 ｻﾌﾞﾌｫﾙﾀﾞ 

<root> 
工事管理ﾌｧｲﾙ (INDEX_C.XML) 

DTD  (INDE_C04.DTD) 

DRAWINGS 

図面管理ﾌｧｲﾙ (DRAWINGS.XML) 

DTD  (DRAW04.DTD) 

発注図  (CAD 製図基準（案）に沿ったもの) 

 SPEC 

工事数量総括表 

現場説明書 

特記仕様書 

 
4-2-3 施工中の書類の取扱い 

 
 
 
 

(1) 電子ﾒｰﾙの利用 

以下に具体的な書類提出の一般的な方法を示す。 

 

電子ﾒｰﾙでの文書のやり取りにおいては，文書ﾃﾞｰﾀを添付ﾌｧｲﾙとして送信する

ことで確認などのやり取りを行なう。 

その際，送信者（発議者）は，送信した電子ﾒｰﾙのﾃﾞｰﾀを保存しておく。その

結果，双方に同一の電子ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ（送信側には送信ﾒｰﾙ，受信側には受信ﾒｰﾙ）が

保存されることになる。 

更に，受信側では受信した電子ﾒｰﾙを，添付ﾌｧｲﾙがついた形でそのまま返信（転

送）し，電子ﾒｰﾙにて確認したことを伝える。この行為は電話等の確認でも良い。 

なお，電子ﾒｰﾙのﾛｸﾞ（電子ﾒｰﾙﾃﾞｰﾀ）は双方とも保存し，常に原本の確認を行

える状態にする。 

 

通信環境が良くない場合などでは，大容量（1MB 程度を越えるもの）の書類ﾃﾞ

ｰﾀや画像ﾃﾞｰﾀ・CAD ﾃﾞｰﾀをﾈｯﾄﾜｰｸ上でやり取りすることは効率的ではないことか

ら，MO や CD-R などの媒体で電子ﾃﾞｰﾀを授受する方法も選択肢の一つである。 

 

 電子ﾃﾞｰﾀでのやり取りは，ｲﾝﾀｰﾈｯﾄなどのﾈｯﾄﾜｰｸを利用することが省力化に繋

がることから，施工中の電子ﾃﾞｰﾀによる書類の提出は，電子ﾒｰﾙを利用するもの

とする。 
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(2) ｳｨﾙｽ対策 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄに接続した機器で電子ﾃﾞｰﾀを交換・共有している環境は，ｳｨﾙｽに感染

する危険が高いといえる。 
そのため，ﾃﾞｰﾀを交換・共有する全ての機器にｳｨﾙｽ対策ｿﾌﾄを常駐させ，随時

新のｳｨﾙｽﾊﾟﾀｰﾝに更新し，交換用電子ﾃﾞｰﾀに必ずｳｨﾙｽﾁｪｯｸを行なうものとする。 
また，日々の電子化書類のやり取りでｳｨﾙｽが発見・駆除された場合は，文書の

作成者に速やかに連絡し，感染源を特定して対策を打つものとする。 
 

4-2-4 複合工事の場合の納品 

 
 
 
 
 
 
 複数の工種が一体となって発注される複合工事の場合，それぞれ電子成果品の命名規

則等が異なる場合があることから，工種毎に各々の基準に沿って電子成果品を作成し，

個別に電子媒体へ格納する。 
 成果品の分割整理については，発注者と受注者の双方で協議を行い決定するが，分割

が困難である場合は，それぞれの電子媒体に格納すること。 
 図面についても，各電子納品要領・基準及びｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに従い分割整理をして格納する

が，分割が困難な図面においては各々の電子媒体に格納する。また，分割した場合の図

面番号はそれぞれの成果品において，通し番号になるように付番する。 
 なお，各事業分野で記入する場合の工事管理項目は，以下の項目を除き同一の内容と

する。 
 
【工事件名等】－【工事分野】 
【工事件名等】－【工事業種】 
【工事件名等】－【工種工法型式】－【工種】 
【工事件名等】－【工種工法型式】－【工法形式】 
【工事件名等】－【工事内容】 
※ 各事業分野において該当する内容を記入する。 
※ どの事業分野の電子媒体であるかを明確にするため，「土木工事」「電気通信設備工

事」等の事業分野を記載する。 
 
また，管理ﾌｧｲﾙ中の「ﾒﾃﾞｨｱ番号」と「ﾒﾃﾞｨｱ総枚数」については，全体の枚数から番

号を付することとする。 

 土木，電気通信設備，機械設備，営繕など複数の工種が一体となって発注さ

れる複合工事の場合は，それぞれ該当するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに基づき成果品を作成し，

工種毎に分割して電子媒体に保存するものとする。 
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4-3 電子成果品の作成 

 
4-3-1 成果品の管理項目 

 
 
 
 
 
 

(1)  工事番号 

工事番号は，着手時の協議において，発注者から受注者に指示する。 

なお，設計書に記載がある設計書番号と工事番号は異なるため，注意が必要で

ある。 

(例：市長事務部局発注の場合)  

平成 26 年度事業で，契約番号が「2014012345」の場合 

   「工事番号」は，「2014012345」となる。 

 

(2)  住所 

住所には，契約書における工事場所を詳細（丁町名まで）に記入する。 

(例) 宇都宮市旭１丁目 

 

(3)  対象水系路線名 

対象水系路線名には，契約書における工事場所の路河川名を記入する。 

 (例) 市道 1234 号線 

 

(4)  境界座標情報 

境界座標情報は，国土交通省が策定した「工事完成図書の電子納品等要領」の

「場所に関わる情報の記入」に従い，工事範囲を包括する外側境界の座標を記入

すること。 

国土地理院では，業務・工事管理項目の境界座標に関するｻｰﾋﾞｽのｼｽﾃﾑを一般

公開しており，ｲﾝﾀｰﾈｯﾄが利用可能な環境であれば無償でｻｰﾋﾞｽを受けることがで

きる。 

測量成果電子納品「業務管理項目」境界座標入力支援ｻｰﾋﾞｽ 

http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/ 

 

＊ 「工事番号」，「住所」，「対象水系路線名」，「境界座標情報」は，電子納品された

成果品を管理・再利用する時の検索ｷｰとなるため，必須項目とする。なお，記入

ﾐｽについては特に注意が必要である。 

 
 

 成果品の電子媒体に添付する工事管理ﾌｧｲﾙ（INDEX_C.XML）に記入する工事管

理項目については，国土交通省策定の「工事完成図書の電子納品等要領」に従

う。 

 宇都宮市における運用上の留意点は以下に示すとおりである。 
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〔解説〕工事管理ﾌｧｲﾙの XML ﾌｫｰﾏｯﾄﾃﾞｰﾀの作成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（工事管理ﾌｧｲﾙ(INDEX_C.XML)の作成例） 

<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?> 

<!DOCTYPE constdata SYSTEM "INDE_C05.DTD"> 

<constdata DTD_version="05"> 

<基礎情報> 

<ﾒﾃﾞｨｱ番号>1</ﾒﾃﾞｨｱ番号> 

<ﾒﾃﾞｨｱ総枚数>1</ﾒﾃﾞｨｱ総枚数> 

<適用要領基準>土木 201009-01</適用要領基準> 

  <施工計画書ﾌｫﾙﾀﾞ名>PLAN</施工計画書ﾌｫﾙﾀﾞ名>  

  <施工計画書ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙﾌｫﾙﾀﾞ名>PLAN/ORG</施工計画書ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙﾌｫﾙﾀﾞ名> 

  <打合せ簿ﾌｫﾙﾀﾞ名>MEET</打合せ簿ﾌｫﾙﾀﾞ名>  

  <打合せ簿ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙﾌｫﾙﾀﾞ名>MEET/ORG</打合せ簿ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙﾌｫﾙﾀﾞ名> 

  <写真ﾌｫﾙﾀﾞ名>PHOTO</写真ﾌｫﾙﾀﾞ名>  

  <工事完成図ﾌｫﾙﾀﾞ名>DRAWINGF</工事完成図ﾌｫﾙﾀﾞ名>  

- <台帳ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｫﾙﾀﾞ情報> 

  <台帳ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙﾌｫﾙﾀﾞ名>REGISTER/ORG001</台帳ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙﾌｫﾙﾀﾞ名>  

  <台帳ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙﾌｫﾙﾀﾞ日本語名>○○基本ﾃﾞｰﾀ</台帳ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙﾌｫﾙﾀﾞ日本語名>  

  </台帳ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｫﾙﾀﾞ情報> 

- <台帳ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｫﾙﾀﾞ情報> 

  <台帳ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｫﾙﾀﾞ名>REGISTER/ORG002</台帳ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｫﾙﾀﾞ名>  

  <台帳ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙﾌｫﾙﾀﾞ日本語名>建設材料の品質記録</台帳ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙﾌｫﾙﾀﾞ日本語

名>  

  </台帳ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｫﾙﾀﾞ情報> 

  <地質ﾃﾞｰﾀﾌｫﾙﾀﾞ名>BORING</地質ﾃﾞｰﾀﾌｫﾙﾀﾞ名>  

  <その他ﾌｫﾙﾀﾞ名>OTHRS</その他ﾌｫﾙﾀﾞ名>  

- <その他ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｫﾙﾀﾞ情報> 

  <その他ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙﾌｫﾙﾀﾞ名>OTHRS/ORG001</その他ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙﾌｫﾙﾀﾞ名>  

管理ﾌｧｲﾙは，成果ﾃﾞｰﾀを管理するために，管理ﾌｧｲﾙに規定されている管理情報を XML

ﾌｫｰﾏｯﾄで記述する。  

XML ﾌｫｰﾏｯﾄﾃﾞｰﾀの作成は，Windows に付属する「ﾒﾓ帳」などのﾃｷｽﾄｴﾃﾞｨﾀ，あるいは

市販の電子納品ﾃﾞｰﾀ作成ｿﾌﾄを使用して作成することができる。 

XML の閲覧については，ﾏｲｸﾛｿﾌﾄｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・ｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗｰ（ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ 5.0 以上）で行うこ

とができる。 

また，DTD(Document Type Definition)とは，XML の文書構造を定義するものであり，

電子納品では，国土交通省が作成した DTD ﾌｧｲﾙをそのまま使用する。 

（一財）日本建設情報総合ｾﾝﾀｰのﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞから入手可能 

（http://www.cals.jacic.or.jp/calsed/calsec/dtdxml.htm） 

ﾒﾃﾞｨｱ番号とﾒﾃﾞｨｱ総枚数については

「01」と記載しない。 

「土木 201009-01」を入力 
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  <その他ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙﾌｫﾙﾀﾞ日本語名>維持管理ｼｽﾃﾑ登録ﾃﾞｰﾀ</その他ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙﾌｫﾙﾀﾞ

日本語名>  

  </その他ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｫﾙﾀﾞ情報> 

</基礎情報> 

<工事件名等> 

     <発注年度>2014</発注年度> 

<工事番号>2014012345</工事番号> 

<工事名称>舗装工事</工事名称> 

<工事実績ｼｽﾃﾑﾊﾞｰｼﾞｮﾝ番号>6.0</工事実績ｼｽﾃﾑﾊﾞｰｼﾞｮﾝ番号> 

<工事分野>道路</工事分野> 

<工事業種>舗装工事</工事業種> 

<工種-工法型式> 

<工種>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事</工種> 

<工法型式>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工</工法型式> 

</工種-工法型式> 

<住所情報> 

 <住所ｺｰﾄﾞ>09201</住所ｺｰﾄﾞ> 

<住所>宇都宮市○○町</住所> 

<住所ｺｰﾄﾞ>09201</住所ｺｰﾄﾞ> 

<住所>宇都宮市○○町</住所> 

</住所情報> 

<工期開始日>2011-06-15</工期開始日> 

<工期終了日>2011-11-20</工期終了日> 

<工事内容>路床置換工1500 m 3、下層路盤工1500m2、上層路盤工1900m2、基層工2100m3、

</工事内容> 

</工事件名等> 

<場所情報> 

<測地系>01</測地系> 

<水系-路線情報> 

<対象水系路線名>市道○○○○号線</対象水系路線名> 

<現道-旧道区分>1</現道-旧道区分> 

<対象河川ｺｰﾄﾞ></対象河川ｺｰﾄﾞ> 

<左右岸上下線ｺｰﾄﾞ></左右岸上下線ｺｰﾄﾞ> 

<測点情報> 

<起点側測点-n></起点側測点-n> 

<起点側測点-m></起点側測点-m> 

<終点側測点-n></終点側測点-n> 

<終点側測点-m></終点側測点-m> 

</測点情報> 

<距離標情報> 

工事名称は，契約書に記載のとお

り記入する。 

宇都宮市の住所ｺｰﾄﾞは「09201」 

住所は，契約書に記載のとおり記

入する。 

町名が複数ある場合は，それぞれ

分けて記入する 

履行期間は，契約書のとおり記入

する。変更があれば，変更後のも

のを記入する。記入の際は必ず

「YYYY-MM-DD」と記入し，ゼロの

省略は行わない 

測地系は，世界測地系を記入する。

世界測地系は，｢01｣。 

工事番号は，契約番号を記入する。

｢半角数字 10桁｣ 

工事内容は，設計内容（鑑の工事

内容）を記載し，工事の理由など

を記入しないこと。 

CORINS の｢工事の分野｣，｢工事の業

種｣，｢工種｣，｢工法型式｣を記入す

る。 
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<起点側距離標-n></起点側距離標-n> 

<起点側距離標-m></起点側距離標-m> 

<終点側距離標-n></終点側距離標-n> 

<終点側距離標-m></終点側距離標-m> 

</距離標情報> 

</水系-路線情報> 

<境界座標情報> 

 

<西側境界座標経度>1395256</西側境界座標経度>  

<東側境界座標経度>1395301</東側境界座標経度>  

<北側境界座標緯度>0363321</北側境界座標緯度>  

  <南側境界座標緯度>0363315</南側境界座標緯度> 

</境界座標情報> 

</場所情報> 

<施設情報> 

<施設名称></施設名称> 

</施設情報> 

<発注者情報> 

<発注者-大分類>栃木県</発注者-大分類> 

<発注者-中分類>（市町村）</発注者-中分類> 

<発注者-小分類>宇都宮市</発注者-小分類> 

<発注者ｺｰﾄﾞ>50901201</発注者ｺｰﾄﾞ> 

</発注者情報> 

<請負者情報> 

<請負者名>○○○○建設株式会社</請負者名> 

<請負者ｺｰﾄﾞ>123456</請負者ｺｰﾄﾞ> 

</請負者情報> 

<予備 /> 

<ｿﾌﾄﾒｰｶ用 TAG /> 

</constdata> 

 

境界座標情報は，工事場所の全体

を包括する範囲の緯度経度を記入

する。｢半角数字 7桁｣ 

(国土地理院の境界座標入力支援ｻ

ｰﾋﾞｽを利用) 

発注者情報は，大分類｢栃木県｣，

中分類「(市町村)｣，小分類｢宇都

宮市｣と記入する。 

宇都宮市の発注者ｺｰﾄﾞは， 

｢50901201｣。 

請負者名は，正式名称を省略せず

記入する。（株）は不可 

建設業許可番号を記入する。 

栃木県知事許可業者 

09********** 

国土交通省大臣許可業者 

00********** 
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4-3-2 ﾌｧｲﾙ形式 

 
電子納品対象成果品のﾌｧｲﾙ形式は，下表のとおりであり，以下に電子ﾃﾞｰﾀに関する

運用を示す。 
 

 工事完成図書の電子納品ﾌｧｲﾙ形式 

 
＊ 図面ﾌｧｲﾙのﾃﾞｰﾀ形式は，SXF(SFC)を使用する。 

項   目 ﾌｧｲﾙ形式 ﾌｫﾙﾀﾞ名 適用する基準等 

特記仕様書

ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙ 
ｵﾘｼﾞﾅﾙ/ 

ｲﾒｰｼﾞﾃﾞｰﾀ 

DRAWING/SPEC 

工事完成図書の 
電子納品等要領 

打合せ簿 MEET/ORG 

施工計画書 PLAN/ORG 

完成図書 
道路･橋梁･樋門

等 34工種 
SFC DRAWINGF CAD 製図基準(案) 

台 帳 ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙ 
ｵﾘｼﾞﾅﾙ/ 

ｲﾒｰｼﾞﾃﾞｰﾀ 
REGISTER/ORG － 

写 真 

工事写真ﾌｧｲﾙ JPEG PHOTO/PIC 
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ写真管理情報

基準 
参考図ﾌｧｲﾙ JPEG/TIFF PHOTO/DRA 

地 質 

土 質 

電子柱状図ﾌｧｲﾙ SFC/PDF BORING/LOG 

地質･土質調査成果
電子納品要領(案) 

電子簡略柱状図

ﾌｧｲﾙ 
SFC/PDF BORING/DRA 

ｺｱ写真 JPEG BORING/PIC 

土質試験結果ﾌｧ

ｲﾙ 
PDF/JPEG BORING/TEST 

その他 

工事履歴報告書
ｵﾘｼﾞﾅﾙ/ 

ｲﾒｰｼﾞﾃﾞｰﾀ 
OTHRS/ORG 

工事完成図書の 
電子納品等要領 

段階確認書 
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4-3-3 発注図面 

 
発注図面は以下に示すとおりの形式で貸与する。 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

＊ PDF ﾌｧｲﾙを作成する際のｾｷｭﾘﾃｨｰの設定は，文書の変更のみ「許可しない」とし，

その他は「許可する」とする。 

 
発注図面のﾌｧｲﾙ名は，以下のとおりとする。 

・ ﾗｲﾌｻｲｸﾙは，工事のため「C」とする。 

・ 整理番号は，当初設計を「0」とし，変更設計時に「1」，「2」･･･とする。 

・ 図面番号は，全体の通し番号とする。 

・ 改訂履歴は，「0」とする。（なお，完成図面は「Z」とする。） 

 

   （例）当初設計図面で，平面図の 1 枚目の場合 

        （平面図の前に位置図が 1 枚あると仮定） 

          C   0   PL   002   0 ． SFC 
 
 
 
 

 発注者が貸与する電子ﾃﾞｰﾀは，４－２－２の表４－１のとおり発注図面ﾌｫﾙﾀﾞ

（DRAWINGS）の下に特記仕様書ｻﾌﾞﾌｫﾙﾀﾞ（SPEC）を置く。 

 発注者が貸与する発注図面は，発注者が国土交通省策定の「CAD 製図基準

(案)」，「CAD 製図基準に関する運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(案)」に従い作成する。 

 なお，図面のﾌｧｲﾙ形式は SXF（SFC）とし，ﾃﾞｰﾀ交換時の再利用性を確保する

ため，SXF の仕様は Ver.3.1 ﾚﾍﾞﾙ 2 とする。 

特記仕様書等の SPEC ﾌｫﾙﾀﾞに格納される電子ﾃﾞｰﾀのﾌｧｲﾙ形式は，受発注者間

協議により決定することとするが，原則として PDF 形式を基本とする。 

なお，貸与した電子ﾃﾞｰﾀ（発注図面ﾌｫﾙﾀﾞ及びその下にある電子ﾃﾞｰﾀ）につい

ては，電子納品の対象とはしない。（発注図面ﾌｫﾙﾀﾞ不要） 

ﾗｲﾌｻｲｸﾙ 

工事｢C｣

整理番号 

当初設計｢0｣

図面種類 

平面図｢PL｣ 
通し番号 

全体の 2 枚目 
改訂履歴 

発注図面｢0｣
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4-3-4 施工計画書ﾌｫﾙﾀﾞ（PLAN） 

 
 
 
 
 

施工計画の電子納品は「必須」とする。 
なお，施工計画書は，印刷・製本したものもあわせて提出する。 

ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙとは，PDF 化する前の原本ﾃﾞｰﾀを指し，提出の是非については事前協議

（着手時協議）により決定する。 

 
＊ PDF ﾌｧｲﾙを作成する際のｾｷｭﾘﾃｨｰの設定は，文書の変更のみ「許可しない」とし，

その他は「許可する」とする。 

 

ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙの命名規則は，国土交通省策定の「工事完成図書の電子納品等要領」に

従うものとし，PDF ﾌｧｲﾙは，各ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙの数字 2 文字を使用する。 

なお，ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙを提出しない場合もこれに準じて命名する。 

 

 （例）施工計画書を Word で作成した場合 

         PLA    01   _    01   ． DOC 
 
 
 
 

PDF 化し，関連書類毎にまとめる 

 

 

                PLA01_ZZ.PDF 

 
 

 
 

 施工計画書ﾌｫﾙﾀﾞ（PLAN）の下にｵﾘｼﾞﾅﾙｻﾌﾞﾌｫﾙﾀﾞ（ORG）を置く。 

 PLAN ﾌｫﾙﾀﾞには，施工計画書を格納する。 

 施工計画書のﾌｧｲﾙ形式は，PDF とする。 

｢PLA｣固定 

PLAN より命名

ﾌｧｲﾙ番号 

PDF 毎に使用 
｢_｣固定 

ｱﾝﾀﾞｰﾊﾞｰ 
連番 

関連ﾌｧｲﾙ内

ﾌｧｲﾙ番号 

PDF 毎に使用 

当 初 施 工 計 画 書 の み の 場 合

PLA01_ZZ.PDF，変更施工計画書

が あ る 場 合 は 上 記 に 加 え ，

PLA02_ZZ.PDF も格納する。 
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4-3-5 打合せ簿ﾌｫﾙﾀﾞ（MEET） 
 
 
 
 
 
 

打合せ簿，施工管理資料の電子納品については，受発注者間協議により決定する。 

ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙは，PDF 化する前の原本ﾃﾞｰﾀを指し，提出の是非については，着手時協

議により決定するが，再利用性を考慮した必要 小限とする。 

なお，ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙ形式については，Word や Excel 等の受発注者が一般的に利用で

きるものが望ましいが，専用ｿﾌﾄを用いて作成した場合は，PDF ﾌｧｲﾙをｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙと

しても良い。 

 
＊ PDF ﾌｧｲﾙを作成する際のｾｷｭﾘﾃｨｰの設定は，文書の変更のみ「許可しない」とし，

その他は「許可する」とする。 

 

ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙの命名規則は，国土交通省策定の「工事完成図書の電子納品等要領」に

従うものとし，PDF ﾌｧｲﾙは，ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙの数字 4文字を使用する。 

なお，ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙを提出しない場合もこれに準じて命名する。 

 

（例）打合せ簿を Word で作成し，他の打合せ簿とまとめて提出する場合 

（打合せ 1 回目） 

M   0001   _    01   ． DOC 

M   0001   _    02   ． DOC 

（打合せ 2 回目） 

M   0002   _    01   ． DOC 
 
 
 
 

PDF 化し，関連書類毎にまとめる 

 

                M0003_ZZ.PDF 

 
 

 打合せ簿ﾌｫﾙﾀﾞ（MEET）の下にｵﾘｼﾞﾅﾙｻﾌﾞﾌｫﾙﾀﾞ（ORG）を置く。 

 MEET ﾌｫﾙﾀﾞには，打合せ簿のほか，施工管理資料（品質管理資料，出来形管理

資料等）を格納する。 

 打合せ簿及び施工管理資料のﾌｧｲﾙ形式は，PDF とする。 

｢M｣固定 

MEET より命名

ﾌｧｲﾙ番号
提出回数又は書類の
種類毎に使用 

｢_｣固定 

ｱﾝﾀﾞｰﾊﾞｰ 
連番 

関連ﾌｧｲﾙ内

ﾌｧｲﾙ番号 

ﾌｧｲﾙの種類毎にまとめ，番号を付す。 

打合せ回数が２回だった場合は，

M0003_ZZ.PDF，打合せ回数が３

回だった場合は，M0004_ZZ.PDF

となる。 
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4-3-6 写真ﾌｫﾙﾀﾞ（PHOTO） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

工事写真帳の電子化にあっては，原則としてﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗを使用することとするが，

現場条件（粉塵の多い現場，降雪時等）により，ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗの使用が困難であると予

想される場合は，受発注者間協議の上，従来型ﾈｶﾞﾌｨﾙﾑｶﾒﾗの使用も認める。 

ただし，その場合は，専門店等でﾃﾞｼﾞﾀﾙ化（JPEG）して電子納品することとなり，

画素数の指定が必要となるなど注意が必要である。 

 
(1)  ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗの有効画素数 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗの有効画素（ﾋﾟｸｾﾙ）数は，130 万画素程度を標準とする。 
 
 
 
 
 

(2)  ｽｷｬﾅｰ読込み時の解像度 

参考図をｽｷｬﾅｰ読み取り等で作成する場合は，図面が判読できる解像度とし，

300dpi 程度を標準とする。 

 
(3)  写真情報管理ﾌｧｲﾙに記入する写真管理項目 

写真情報管理ﾌｧｲﾙに記入する写真管理項目は項目は「ﾃﾞｼﾞﾀﾙ写真管理情報基

準」に準じることとするが，以下の 2 項目については必須記入とする。 

なお，代表写真と提出頻度の項目も必須記入なので注意が必要である。 

 

 宇都宮市 国土交通省 栃木県 

工 種 ◎：必須記入 ○：条件付き必須記入 ◎：必須記入 

撮影箇所 ◎：必須記入 ○：条件付き必須記入 ◎：必須記入 

 
(4)  写真閲覧ｿﾌﾄ 

電子納品する電子媒体には，「閲覧ｿﾌﾄ（ﾋﾞｭｱｿﾌﾄ）」は格納しないこと。

 写真ﾌｫﾙﾀﾞ（PHOTO）の下に写真ｻﾌﾞﾌｫﾙﾀﾞ（PIC）と参考図ｻﾌﾞﾌｫﾙﾀﾞ（DRA）を

置く。 

 PHOTO ﾌｫﾙﾀﾞには，工事写真帳を格納する。 

 PHOTO ﾌｫﾙﾀﾞ内のﾃﾞｰﾀ作成については，国土交通省作成の「ﾃﾞｼﾞﾀﾙ写真管理情

報基準」に従う。 

 写真ﾌｧｲﾙ形式は，JPEG とする。 

 参考図のﾌｧｲﾙ形式は，JPEG または TIFF とする。 

80 万画素  ≒  1024× 768  （200KB 程度／枚）  不可 × 

130 万画素  ≒  1280× 960  （350KB 程度／枚）  標準 ◎ 

200 万画素  ≒  1600×1200  （500KB 程度／枚）  可  ○ 

300 万画素  ≒  2048×1536  （800KB 程度／枚）  不可 × 
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4-3-7 完成図書ﾌｫﾙﾀﾞ（DRAWINGF） 

 
 
 
 
 
 
 
 

完成図面は，発注図面が電子化されている場合にのみ電子納品の対象とする。 

なお，事前協議（着手時協議）により電子化の対象とした場合も，紙の成果品もあ

わせて提出するものとする。 

完成図面ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙの電子納品は，受発注者間協議において必要であると判断され

た場合に限り，完成図書ﾌｫﾙﾀﾞ（DRAWINGF）の下にｻﾌﾞﾌｫﾙﾀﾞ（OTHRS）を置き，格納す

る。 

 
完成図面のﾌｧｲﾙ名は，以下のとおりとする。 

・ ﾗｲﾌｻｲｸﾙは，工事のため「C」とする。 

・ 整理番号は，当初設計を「0」とし，変更設計時に「1」，「2」･･･とする。 

・ 図面番号は，全体の通し番号とする。 

・ 改訂履歴は，「Z」とする。（なお，発注図面は「0」とする。） 

 

  （例）当初設計（変更なし）に対する完成図面で，横断図の 2 枚目の場合 

       （横断図の前に平面図，縦断図が各 1 枚あると仮定） 

          C   0   CS   004   Z ． SFC 
 
 
 
 
 

 

 完成図面ﾌｫﾙﾀﾞ（DRAWINGF）には，完成図面を格納する。 

 完成図面は，国土交通省策定の「CAD 製図基準(案)」，「CAD 製図基準に関する

ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(案)」に従い，受注者が作成する。 

  完成図面のﾌｧｲﾙ形式は，SXF（SFC）とし，ﾃﾞｰﾀ交換時の再利用性を確保す

るため，SXF の仕様は Ver.3.1 ﾚﾍﾞﾙ 2 とする。 

ﾗｲﾌｻｲｸﾙ 

工事｢C｣

整理番号 

当初設計｢0｣

図面種類 

平面図｢CS｣ 
通し番号 

全体の 4 枚目 
改訂履歴 

発注図面｢Z｣
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4-3-8 台帳ﾌｫﾙﾀﾞ（REGISTER） 

 
 
 
 
 

ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙの命名規則は，国土交通省策定の「工事完成図書の電子納品等要領」

に従うものとし，格納するﾃﾞｰﾀのﾌｧｲﾙ形式，内容については受発注者間協議によっ

て決定する。 

格納されているﾃﾞｰﾀのﾘｽﾄを REGLIST.PDF として REGISTER ﾌｫﾙﾀﾞの直下に格納す

る。 

 （例）台帳ﾃﾞｰﾀを Excel で作成した場合 

         REG    01   _    01   ． XLS 
 
 
 

 

 

4-3-9 その他のﾌｫﾙﾀﾞ（OTHRS） 

 
 
 
 
 

ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙの命名規則は，国土交通省策定の「工事完成図書の電子納品等要領」に

従うものとし，PDF ﾌｧｲﾙは，各ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙの数字 2 文字を使用する。 

なお，ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙを提出しない場合もこれに準じて命名する。 

 
（例）工事履行報告書を Excel で作成した場合 

 

         PRG    01   _    01   ． XLS 
 
 
 
 

PDF 化し，関連書類毎にまとめる 

PRG01_ZZ.PDF 

 その他のﾌｫﾙﾀﾞ（OTHRS）の下にｵﾘｼﾞﾅﾙｻﾌﾞﾌｫﾙﾀﾞ（ORG）を置く。 

 OTHRS ﾌｫﾙﾀﾞには，工事履行報告書，段階確認書を格納する。 

 工事履行報告書，段階確認書のﾌｧｲﾙ形式は，PDF とする。 

｢PRG｣固定 

PROGRESS より命名

段階確認書は 
｢CHK｣で固定 
CHECK より命名 

ﾌｧｲﾙ番号 

PDF 毎に使用 
｢_｣固定 

ｱﾝﾀﾞｰﾊﾞｰ 
連番 

関連ﾌｧｲﾙ内

ﾌｧｲﾙ番号 

PDF 毎に使用 

 台帳のﾌｫﾙﾀﾞ（REGISTER）の下にｵﾘｼﾞﾅﾙｻﾌﾞﾌｫﾙﾀﾞ（ORG）を置く。 

 REGISTER ﾌｫﾙﾀﾞには，台帳ﾃﾞｰﾀを格納する。 

 ﾌｧｲﾙ形式と内容については，受発注者間協議で決定する。 

｢REG｣固定 

REGISTER より命名

ﾌｧｲﾙ番号 

内容毎に使用 
｢_｣固定 

ｱﾝﾀﾞｰﾊﾞｰ

連番 

関連ﾌｧｲﾙ内
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4-3-10 書類の電子納品 

 

 

 

 

 

  各種様式については，宇都宮市建設工事共通仕様書の様式集及び施工管理様式集が

宇都宮市のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに公開されているので，これを利用して電子納品することができ

る。また，各ﾍﾞﾝﾀﾞｰのﾂｰﾙを使用して成果品を作成する場合は，ﾌｧｲﾙ名に注意するこ

ととし，本市ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに適合しない場合は，ﾌｧｲﾙ名変更と管理ﾌｧｲﾙの編集により対応

する。 

 

(1) ﾌｧｲﾙ命名規則 

1) 打合せ簿ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙ 

ﾌｧｲﾙ番号は，各書類の提出回数または書類の種類毎に連番で使用する。 

 

     Ｍ    ｎｎｎｎ    _    ｍｍ    ．    ＸＸＸ 

 
 
 
 
 

2) 施工計画書ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙ 

ﾌｧｲﾙ番号は，提出回数毎に連番で使用する。 

 

     ＰＬＡ    ｎｎ    _    ｍｍ    ．    ＸＸＸ 

 
 
 
 
 

3) 打合せ簿ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙ 

ﾌｧｲﾙ番号は，各書類の提出回数または書類の種類毎に連番で使用する。 

 

     ＰＲＧ    ｎｎ    _    ｍｍ    ．    ＸＸＸ 

 

ﾌｧｲﾙ形式については，Word（.doc）や Excel（.xls）等の受発注者が一般的に

利用できるものが望ましいが，専用ｿﾌﾄ等を使用した場合は，PDF ﾌｧｲﾙをｵﾘｼﾞﾅﾙ

ﾌｧｲﾙとしても良い。 

｢Ｍ｣固定 ﾌｧｲﾙ番号 

提出回数または書

類の種類毎に使用

｢＿｣固定

ｱﾝﾀﾞｰｽｺｱ

連番 

関連ﾌｧｲﾙ内 

拡張子

｢PLA｣固定 ﾌｧｲﾙ番号 

施工計画書の提出

回数毎に使用 

｢＿｣固定

ｱﾝﾀﾞｰｽｺｱ

連番 

関連ﾌｧｲﾙ内 

拡張子

工事履行報告書

は｢PRG｣で固定 

段階確認書は 

｢CHK｣で固定 

｢＿｣固定

ｱﾝﾀﾞｰｽｺｱ

連番 

関連ﾌｧｲﾙ内 

拡張子

ﾌｧｲﾙ番号 

打合せ簿の提出 

回数毎に使用 
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 (2) ﾌｧｲﾙの整理方法 

   PLAN ﾌｫﾙﾀﾞ，MEET ﾌｫﾙﾀﾞ， OTHRS ﾌｫﾙﾀﾞ内のﾌｧｲﾙは，以下の通り整理すること。 

関連書類毎に PDF で 1 ﾌｧｲﾙにまとめて格納する。 

 

   (例-1：施工計画書ﾌｫﾙﾀﾞ(PLAN)の作成例) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN 

ORG 

PLAN.XML 

PLAN_05.DTD 

(PLAN_05.XLS) 

PLA01_01.DOC(当初施工計画書の 1 ﾌｧｲﾙ目)
PLA01_02.XLS(当初施工計画書の 2 ﾌｧｲﾙ目)
PLA01_03.DOC(当初施工計画書の 3 ﾌｧｲﾙ目)

PLA01_ZZ.PDF(当初施工計画書のまとめ) 

PLA02_01.DOC(変更施工計画書1回目の1 ﾌｧｲﾙ目)
PLA02_02.XLS(変更施工計画書1回目の2 ﾌｧｲﾙ目)
PLA02_03.DOC(変更施工計画書1回目の3 ﾌｧｲﾙ目)

PLA02_ZZ.PDF(変更施工計画書 1 回目のまとめ) 

PLA03_01.DOC(変更施工計画書2回目の1 ﾌｧｲﾙ目)
PLA03_02.XLS(変更施工計画書2回目の2 ﾌｧｲﾙ目)
PLA03_03.DOC(変更施工計画書2回目の3 ﾌｧｲﾙ目)

PLA03_ZZ.PDF(変更施工計画書 2 回目のまとめ) 

PLA01_ZZ.PDF(当初施工計画書のまとめ) ←格納不要

PLA02_ZZ.PDF(変更施工計画書 1回目のまとめ) ←格納不要

PLA03_ZZ.PDF(変更施工計画書 2回目のまとめ) ←格納不要
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   (例-2：打合せ簿ﾌｫﾙﾀﾞ(MEET)の作成例) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MEET 

ORG 

MEET.XML 

MEET_05.DTD 

(MEET_05.XSL) 

M0001_01.DOC(打合せ簿 1回目の 1 ﾌｧｲﾙ目)
M0001_02.XLS(打合せ簿 1回目の 2 ﾌｧｲﾙ目)
M0001_03.DOC(打合せ簿 1回目の 3 ﾌｧｲﾙ目)

M0002_01.DOC(打合せ簿 2回目の 1 ﾌｧｲﾙ目)
M0002_02.XLS(打合せ簿 2回目の 2 ﾌｧｲﾙ目)
M0002_03.XLS(打合せ簿 2回目の 3 ﾌｧｲﾙ目)

M0003_ZZ.PDF(打合せ簿 3回目のまとめ)←格納不要

M0004_ZZ.PDF(打合せ簿のまとめ) 

M0005_01.DOC(設計図書照査表の 1 ﾌｧｲﾙ目)
M0005_02.DOC(設計図書照査表の 2 ﾌｧｲﾙ目)
M0005_03.XLS(設計図書照査表の 3 ﾌｧｲﾙ目)

M0006_ZZ.PDF(設計図書照査表のまとめ) 

M0007_01.XLS(事前調査測量等資料の 1 ﾌｧｲﾙ目)
M0007_02.DOC(事前調査測量等資料の 2 ﾌｧｲﾙ目)
M0007_03.XLS(事前調査測量等資料の 3 ﾌｧｲﾙ目)

M0008_ZZ.PDF(事前調査測量等資料のまとめ) 

M0004_ZZ.PDF(打合せ簿のまとめ) 

M0006_ZZ.PDF(設計図書照査表のまとめ) ←格納不要

M0008_ZZ.PDF(事前調査測量等資料のまとめ) ←格納不要

M0003_01.XLS(打合せ簿 3回目の 1 ﾌｧｲﾙ目)

M0002_ZZ.PDF(打合せ簿 2回目のまとめ)←格納不要

M0001_ZZ.PDF(打合せ簿 1回目のまとめ)←格納不要
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   (例-3：その他ﾌｫﾙﾀﾞ(OTHRS)の作成例) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CHK03_01.DOC(段階確認書 3 回目の 1 ﾌｧｲﾙ目) 

CHK03_02.XLS(段階確認書 3 回目の 2 ﾌｧｲﾙ目) 
CHK03_03.DOC(段階確認書 3 回目の 3 ﾌｧｲﾙ目) 

PRG03_ZZ.PDF(工事履行報告書 3 回目のまとめ)←格納不要

OTHRS 

ORG001 

OTHRS.XML 

OTHRS_05.DTD 

(OTHRS_05.XSL) 

PRG01_01.DOC(工事履行報告書 1回目の 1 ﾌｧｲﾙ目)
PRG01_02.XLS(工事履行報告書 1回目の 2 ﾌｧｲﾙ目)
PRG01_03.DOC(工事履行報告書 1回目の 3 ﾌｧｲﾙ目)

PRG03_01.DOC(工事履行報告書 3回目の 1 ﾌｧｲﾙ目)
PRG03_02.XLS(工事履行報告書 3回目の 2 ﾌｧｲﾙ目)
PRG03_03.DOC(工事履行報告書 3回目の 3 ﾌｧｲﾙ目)

PRG04_ZZ.PDF(工事履行報告書のまとめ) 

PRG02_01.DOC(工事履行報告書 2回目の 1 ﾌｧｲﾙ目)
PRG02_02.XLS(工事履行報告書 2回目の 2 ﾌｧｲﾙ目)
PRG02_03.DOC(工事履行報告書 2回目の 3 ﾌｧｲﾙ目)

ORG002 

CHK01_01.DOC(段階確認書 1 回目の 1 ﾌｧｲﾙ目) 
CHK01_02.XLS(段階確認書 1 回目の 2 ﾌｧｲﾙ目) 
CHK01_03.DOC(段階確認書 1 回目の 3 ﾌｧｲﾙ目) 

CHK04_ZZ.PDF(段階確認書のまとめ) 

PRG04_ZZ.PDF(工事履行報告書のまとめ)

CHK04_ZZ.PDF(段階確認書のまとめ) 

PRG01_ZZ.PDF(工事履行報告書 1 回目のまとめ)←格納不要

PRG02_ZZ.PDF(工事履行報告書 2 回目のまとめ)←格納不要

CHK01_ZZ.PDF(段階確認書 1 回目のまとめ)←格納不要

CHK02_01.DOC(段階確認書 2 回目の 1 ﾌｧｲﾙ目) 
CHK02_02.XLS(段階確認書 2 回目の 2 ﾌｧｲﾙ目) 
CHK02_03.DOC(段階確認書 2 回目の 3 ﾌｧｲﾙ目) 

CHK02_ZZ.PDF(段階確認書 2 回目のまとめ)←格納不要

CHK03_ZZ.PDF(段階確認書 3 回目のまとめ)←格納不要
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(3) 成果書類ﾌｧｲﾙの作成 

1) ﾌｧｲﾙ形式 

成果書類のﾌｧｲﾙは PDF とする。 

2) PDF ﾌｧｲﾙのｾｷｭﾘﾃｨｰ設定 

PDF ﾌｧｲﾙを作成する際のｾｷｭﾘﾃｨｰの設定は，文章の変更のみ「許可しない」と

し，その他は「許可する」とする。 

3) ﾌｧｲﾙｻｲｽﾞ 

成果書類の製本時の 1冊分が，1つの PDF 形式となることを原則とする。 

ただし，成果書類ﾌｧｲﾙが 10MB を越える場合には，閲覧時の利便性を考慮して，

章や節で分割するなど，1 ﾌｧｲﾙあたり 10MB 以下となるよう考慮する。 

4) 成果書類原稿の作成 

成果書類の原稿はﾜｰﾌﾟﾛ，表計算などのｿﾌﾄｳｪｱで作成し，PDF ﾌｧｲﾙはそれらの

ｿﾌﾄｳｪｱ（ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙ）から直接変換し作成することを原則とする。 

また，紙ﾍﾞｰｽで作成したものをｽｷｬﾅｰ取り込みにより電子ﾃﾞｰﾀにすることは極

力避ける。 
 
 

(4) 成果書類ﾌｧｲﾙの編集 

1) しおりの作成 

PDF 形式の目次である（しおり（ﾌﾞｯｸﾏｰｸ））は，成果書類の目次と同じ章，節，

項（見出しﾚﾍﾞﾙ 1～3）までの各項目で作成する。 

また，成果書類ﾌｧｲﾙを分割して作成する場合，当該ﾌｧｲﾙ以外の別ﾌｧｲﾙへﾘﾝｸと

なる「しおり」は，大項目に関してのみ作成する。 

     2) PDF 閲覧ｲﾒｰｼﾞ図 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

しおり             本 文 

○○○○ 

×××× 

△△△△ 

1 ○○○○ 

2-1 ×××× 

2-2-1 △△△△ 

□□□□ 2-2-2 □□□□ 
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4-3-11 電子媒体 
 

(1) 使用媒体 

 
 
 
 
 
 
 
 

＊ 納品された電子ﾃﾞｰﾀの原本性を確保するため，納品用の電子媒体には，格納ﾃﾞｰ

ﾀの書き換えが不可能な媒体を使用する。 

＊ 検査時は修正可能な電子媒体（CD-RW 等）による受験を認めるが，ﾃﾞｰﾀは電子納

品の規定どおり作成するものとし，検査終了後，速やかに電子媒体を提出する

こと。（検査終了後 2 週間以内） 

＊ なお，受発注者間協議により DVD-R による提出も可能とする。 

 
〔解説〕CD-R ﾌｫｰﾏｯﾄ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 電子媒体ﾗﾍﾞﾙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 成果品の電子納品における媒体は，CD-R(書き込みが 1度しかできない設定を

したもの)を原則とし，以下の各項目に従うものとする。 

CD-R は，ISO9660 ﾌｫｰﾏｯﾄ（ﾚﾍﾞﾙ 1）とする。 

1 枚の媒体に格納することを基本とするが，納まらない場合は，受発注者間協

議の上，決定するものとする。 

納品時には 2 部を納品する。 

 「ISO9660」は，汎用性が高い CD-R/RW 用の標準ﾌｫｰﾏｯﾄ規格である。 

 この規格は，ﾌｧｲﾙ名として使用可能な文字数に応じてﾚﾍﾞﾙ 1～3 が規定されてい

る。 も多くの OSに対応可能な「ﾚﾍﾞﾙ 1」は，ﾌｧｲﾙ名 8 文字＋拡張子 3文字，使用

できる文字は，半角の英数字（A～Z，0～9）及び_（ｱﾝﾀﾞｰﾊﾞｰ）のみと，制限が厳し

くなっている。 

 この他に，Windows95/98/NT 用に Microsoft が ISO9660 を拡張した「Joliet」，

Macintosh 用の独自ﾌｫｰﾏｯﾄである「HFS」，UNIX 系の OS 用の ISO9660 拡張である

「RockRidge」などがあるが，電子納品としての使用は認めない。 

 成果品の電子納品時における使用媒体には，以下の各項目を表示するものと

する。 

 表示方法については，電子媒体表面への直接印字，又は油性ﾏｼﾞｯｸ等など傷を

付ける恐れのないもので書き込みをするものとする。（ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ，鉛筆など硬質

な筆記具は使用不可。） 

 ﾗﾍﾞﾙｼｰﾙ等の貼付けによる表示は認めない。（部分・全面ともに不可） 

 発注者欄及び受注者欄の記入にあっては，油性ﾏｼﾞｯｸ等など傷を付ける恐れの

ないものでｻｲﾝをするものとする。（押印は不可） 
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1) 納品する電子媒体には，以下の必要項目を全て表示する。 

 

№ 項  目 備  考 

1 工事番号 契約番号（10 桁） 

2 (CORINS 登録番号) 登録義務のある金額以上の場合 

3 発注年度，工事名称 設計書記載の年度・工事名称 

4 工事場所 設計書記載の場所（路線・河川名） 

5 CD-R 作成年月 工期終了時の年月 

6 何枚目/総枚数 成果枚数の表示 

7 発注者名 発注課を括弧書き 

8 請負者名  

9 ｳｨﾙｽﾁｪｯｸに関する情報 ｿﾌﾄ名，定義年月日，ｳｨﾙｽﾁｪｯｸ日の表示 

10 ﾌｫｰﾏｯﾄ形式 ISO9660（ﾚﾍﾞﾙ 1）※CD-R の場合 

 

 

2) 「ｳｨﾙｽﾁｪｯｸに関する情報」については，使用した「ｳｨﾙｽ対策ｿﾌﾄ」，「ｳｨﾙｽ定義

年月日」若しくは「ﾊﾟﾀｰﾝﾌｧｲﾙ名」，「ﾁｪｯｸ年月日」を明記する。 

 

3) ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｹｰｽの背表紙には，表示例のように「工事名称」「作成年月」「工事番号」

を記載する。 

 

(3) 成果品が複数枚に渡る場合の処置 

ﾌｧｲﾙ容量が大きい場合やﾌｧｲﾙの数が多い場合は，成果品の電子媒体が複数枚必

要となる場合がある。 

成果品を複数枚で提出する場合の留意事項は，以下に示すとおりである。 

・ 各媒体に付けるﾗﾍﾞﾙに何枚目/総枚数を明記する。 

・ 何枚目の媒体であっても媒体内のﾙｰﾄからのﾌｫﾙﾀﾞ構成は変更しない。 

・ 何枚目の媒体であっても工事管理ﾌｧｲﾙ（INDEX_C.XML）を各媒体のﾙｰﾄ直

下に添付する。ただし，各工事管理項目のﾒﾃﾞｨｱ番号は，ﾗﾍﾞﾙに明記して

ある何枚目/総枚数と整合をとる。 
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(4) 電子媒体（CD-R）の表示例 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 電子媒体（CD-R）ｹｰｽの背表紙表示例 

 
 
 

工事番号：0000000000 

（CORINS 登録番号）：○○○○○○ 

平成○○年度 ○○○○○工事 

宇都宮市○○町地内（市道○○○○号線）

平成○○年○月  ○／○ 

発注者：宇都宮市（○○○○課） 

請負者：○○○○建設㈱ 

ｳｨﾙｽ対策ｿﾌﾄ名：○○○○○○ 

ｳｨﾙｽ定義年月日：平成○○年○月○日 

ｳｨﾙｽﾁｪｯｸ年月日：平成○○年○月○日

ﾌｫｰﾏｯﾄ形式：ISO9660（ﾚﾍﾞﾙ 1） 

平成○○年度 ○○○○○工事     平成○○年○月    【0000000000】

発注者欄 請負者欄 

ｻｲﾝ ｻｲﾝ
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4-3-12 成果品が複数枚に渡る場合の処置 

 
 
 
 
 
 
 〔解説〕 
  成果品を複数枚の媒体に分けて格納する場合の例を下図に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

電子成果品は，原則１枚の電子媒体に格納する。 
 ﾃﾞｰﾀが容量的に１枚の電子媒体に納まらず複数枚になる場合は，同一の工事管理

ﾌｧｲﾙ（INDEX_C.XML）を各電子媒体のﾙｰﾄ直下に格納する。ただし，基礎情報の「ﾒﾃﾞ

ｨｱ番号」には該当する番号を記入する。 

 各ﾌｫﾙﾀﾞにおいても同様に，同一の管理ﾌｧｲﾙを各電子媒体に格納する。 

工事管理ﾌｧｲﾙ 
(INDEX_C.XML) 
(INDE_C05.DTD) 
(INDE_C05.XSL)

台帳ﾌｫﾙﾀﾞ 
(REGISTER) 

電子媒体ﾙｰﾄ 

打合せ簿ﾌｫﾙﾀﾞ 
(MEET)

施工計画書ﾌｫﾙﾀﾞ 
(PLAN) 

完成図書ﾌｫﾙﾀﾞ 
(DRAWINGF)

写真ﾌｫﾙﾀﾞ 
(PHOTO) 

その他のﾌｫﾙﾀﾞ 
(OTHRS)

工事管理ﾌｧｲﾙ 
(INDEX_C.XML) 
(INDE_C05.DTD) 
(INDE_C05.XSL)

台帳ﾌｫﾙﾀﾞ 
(REGISTER) 

電子媒体 
ﾙｰﾄ 

打合せ簿ﾌｫﾙﾀﾞ 
(MEET)

施工計画書ﾌｫﾙﾀﾞ 
(PLAN) 

完成図書ﾌｫﾙﾀﾞ 
(DRAWINGF)

写真ﾌｫﾙﾀﾞ 
(PHOTO) 

その他のﾌｫﾙﾀﾞ 
(OTHRS)

<基礎情報> 
 <ﾒﾃﾞｨｱ番号>1</ﾒﾃﾞｨｱ番号> 
 <ﾒﾃﾞｨｱ総番号>2</ﾒﾃﾞｨｱ総番号>

全ての打合せ
簿ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙ
の内容を記入
した MEET.XML
を格納 

格納するﾃﾞｰﾀ
がなければ，
ﾌｫﾙﾀﾞを作成
しなくてよい 

工事管理ﾌｧｲﾙ 
(INDEX_C.XML) 
(INDE_C05.DTD) 
(INDE_C05.XSL)

台帳ﾌｫﾙﾀﾞ 
(REGISTER) 

電子媒体 
ﾙｰﾄ 

打合せ簿ﾌｫﾙﾀﾞ 
(MEET) 

施工計画書ﾌｫﾙﾀﾞ 
(PLAN) 

完成図書ﾌｫﾙﾀﾞ 
(DRAWINGF) 

写真ﾌｫﾙﾀﾞ 
(PHOTO) 

その他のﾌｫﾙﾀﾞ 
(OTHRS) 

【２枚目】

<基礎情報> 
 <ﾒﾃﾞｨｱ番号>2</ﾒﾃﾞｨｱ番号> 
 <ﾒﾃﾞｨｱ総番号>2</ﾒﾃﾞｨｱ総番号>

1 枚目に格納
した MEET.XML
と同一のﾌｧｲﾙ
を格納 

1 枚目に格納できなかった残り
のﾃﾞｰﾀ(成果品)を格納 

格納するﾃﾞｰﾀ
がなければ，
ﾌｫﾙﾀﾞを作成
しなくてよい

ﾃﾞｰﾀ容量の制約から，１枚目に
収納できない場合は分割 

【１枚目】 



 電子納品運用に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ[土木編] 
 

 
 
 

- 55 - 
 

5 協議確認事項 

 

電子納品のための各種電子ﾃﾞｰﾀの取り扱いについては十分注意し，業務実施中又は

施工中における紛失や改ざんを防止しなければならない。 

また，業務・工事着手時に，国土交通省策定の電子納品要領，基準の内容を把握す

るとともに，受発注者間で十分な協議を行い，電子納品を計画的に実施する必要があ

る。 

 

 

5-1 業務又は工事着手時の協議 

 
 
 
 
 
 
 

業務実施中や工期末での手戻りを防ぐために，事前協議を必ず実施し，電子納品に

関する事項をあらかじめ明確にしておく。 
 
5-1-1 協議すべき事項 

 
(1) 協議参加者 

着手時協議ﾁｪｯｸｼｰﾄの協議参加者に以下の項目を記載する。 

・ 協議実施日 

・ 工事に関する情報（工事名，工事場所，工期，工事番号） 

・ 出席者 

・ 所属部署名 

・ 電話番号 

・ FAX 番号 

・ 電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 

 

(2) 電子納品対象項目 

受発注者間で協議し，対象業務において電子納品を行う項目を選択する。 

 
(3) 電子納品ﾃﾞｰﾀの作成ｿﾌﾄｳｪｱ及びﾌｧｲﾙ形式の確認 

電子成果品を作成するために使用するｿﾌﾄｳｪｱは，ﾜｰﾌﾟﾛ，表計算及び CAD をは

じめとして，ﾍﾟｲﾝﾄｿﾌﾄ，技術計算ｿﾌﾄなど多岐にわたり，全てを規定することは

困難である。 

 業務又は工事着手時には，業務又は工事期間中の混乱を防ぎ円滑に電子納品

を実施するため，「着手時協議ﾁｪｯｸｼｰﾄ」を用いて，受発注者間での電子納品の

対象書類やﾌｧｲﾙ形式について協議するとともに，ﾃﾞｰﾀのﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ体制やｳｨﾙｽ対

策方法について確認を行う。 
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このため，業務の実施過程でﾃﾞｰﾀ交換と再利用の機会が多いﾜｰﾌﾟﾛ，表計算に

ついてのみ，業務着手時に受発注者間で共通に使用するｿﾌﾄｳｪｱを決定する。 

受注者は，着手時協議ﾁｪｯｸｼｰﾄに書くｿﾌﾄｳｪｱについて，以下の項目を記載する。 

・ ﾜｰﾌﾟﾛ（ｿﾌﾄ名，ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ番号，ﾒｰｶｰ名） 

・ 表計算（ｿﾌﾄ名，ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ番号，ﾒｰｶｰ名） 

    CAD については，SXF(SFC)形式によって交換できるため，受発注者間で協議し

てﾌｫｰﾏｯﾄを決定しなくてよい。 

    なお，発注者が受注者に CAD のｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙの提出を求める場合は，ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲ

ﾙの形式を受注者が使用するｿﾌﾄのﾌｧｲﾙ形式とする。 

 

(4) 遵守すべき要領・基準類 

対象業務の電子納品を実施するにあたり，遵守すべき要領・基準類を受発注者

間で確認する。 

 

(5) 電子納品対象の納品方法 

電子納品対象項目に対して，納品する電子媒体を確認し，印刷出力の提出や従

来形式の成果品の納品について，受発注者間で確認する。 

 

(6) ｳｨﾙｽ対策 

受注者側のｳｨﾙｽ対策として，使用するｳｨﾙｽ対策ｿﾌﾄの名称やｳｨﾙｽ対策の実施方

法，発見時の対応方法について確認し，着手時協議ﾁｪｯｸｼｰﾄに以下の項目を記載

する。 

・ ｳｨﾙｽ対策ｿﾌﾄの名称，ﾒｰｶｰ名 

・ ｳｨﾙｽ対策の実施方法（常駐，ｳｨﾙｽﾁｪｯｸの頻度） 

・ ｳｨﾙｽﾊﾟﾀｰﾝ定義ﾃﾞｰﾀ更新方法 

・ ｳｨﾙｽ発見・駆除時の対応 
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(7) その他 

電子納品を実施する上で必要な協議を行い，その結果を記載する。 

 

（例）・打合せ簿の電子納品方法 

        ・電子化できない図面の取扱い（原図を従来の形式で提出） 

        ・CAD ﾃﾞｰﾀの内容（尺度，線種など）に関する取り決め 

        ・電子による段階確認・中間検査の範囲の取り決め 
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6 電子成果品の受取・検査 

 
6-1 成果品の受取・確認 

 
 
 
 
 

電子成果品受取・確認ﾌﾛｰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 電子成果品のﾁｪｯｸ 

発注者側の業務担当者（監督員）は，納品された全ての電子成果品に対して，

次の 4つのﾁｪｯｸを行う。 
1) 外観ﾁｪｯｸ 

外観ﾁｪｯｸは，目視で「電子成果品に破損が無いか」，「電子成果品のﾗﾍﾞﾙに間違

いがないか」を確認する。 

2) ｳｨﾙｽﾁｪｯｸ 
ｳｨﾙｽﾁｪｯｸでは，各ｿﾌﾄにｳｨﾙｽが含まれていないかをｳｨﾙｽ対策ｿﾌﾄを利用して確認

する。 

3) XML ﾌｧｲﾙ等のﾁｪｯｸ 

XML ﾌｧｲﾙ等のﾁｪｯｸは，ﾁｪｯｸｼｽﾃﾑを利用して電子成果品が各要領・基準に沿って

作成されていることを確認（例：文字数制限，必須記入項目，文字制限など）す

るとともに，記載内容に記入漏れ・誤記等がないかﾏｲｸﾛｿﾌﾄｲﾝﾀｰﾈｯﾄ･ｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗｰ

で確認する。 

本ｼｽﾃﾑの利用方法は，「ﾁｪｯｸｼｽﾃﾑの利用方法」を参照するものとする。 

 

 発注者側の業務担当者（監督員）は，以下のﾌﾛｰに従い，成果品の受取・確認

を行うものとする。 

受取り 

媒体の外観ﾁｪｯｸ

電子ﾃﾞｰﾀのﾁｪｯｸ

完了検査へ 

電子成果品 

外観ﾁｪｯｸを行う 

ｳｨﾙｽ，管理ﾌｧｲﾙ，CAD ﾃﾞｰﾀ等のﾁｪｯｸを行う 

OK 

差戻し 

NG 
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4) CAD ﾃﾞｰﾀのﾁｪｯｸ 

納品された CAD ﾃﾞｰﾀの正当性を，SXF ﾌﾞﾗｳｻﾞ等を使用して目視で確認する。 

SXF での CAD ﾃﾞｰﾀ納品時の留意事項等については，国土交通省策定の「CAD 製

図基準に関する運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(案)」を参照するものとする。 

外部ｿﾌﾄでｺﾝﾊﾞｰﾄして作られた SXF ﾃﾞｰﾀについては，指定用紙ｻｲｽﾞ内に表示さ

れない場合や，尺度が正確に変換されていない場合があるため，特に注意して確

認する必要がある。 
 

(2) ﾁｪｯｸｼｽﾃﾑの利用方法 

ﾁｪｯｸｼｽﾃﾑでは，納品された電子成果品が，国土交通省策定の電子納品要領・基

準どおりに作成されていることを確認することができる｡ 

具体的なﾁｪｯｸ内容は，以下のとおりである。 

なお，ﾁｪｯｸｼｽﾃﾑは，国土交通省 電子納品ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより無償で入手することが

できる。 

（http://www.cals-ed.go.jp/） 

 
 

＊ ここでいうﾁｪｯｸｼｽﾃﾑとは，「電子納品ﾁｪｯｸｼｽﾃﾑ」をいう。 
＊ 国土交通省のﾁｪｯｸｼｽﾃﾑは国土交通省の基準に沿って作成されていることから， 

本市のｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに則り作成した場合に発生したｴﾗｰについては，発注者と協議し決定

する。 
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6-2 検査の準備と実施 

 

6-2-1 基本的な考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-2-2 準備と実施 

 

電子成果品に対する円滑な検査実施を確保するため，事前に，受発注者で協議を行

い，協議結果を受注者が「検査前協議ﾁｪｯｸｼｰﾄ」に記録し，発注者に提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 電子納品された成果品の書類検査は，電子ﾃﾞｰﾀで検査することを原則とする

が，検査を効率的に行うため，下記の事項について考慮する。 

・ 受発注者間協議により，効率的な検査が可能であると判断される電子成果

品の電子ﾃﾞｰﾀについては，受注者に過度な負担をかけない範囲で，可能な

限りその電子ﾃﾞｰﾀを用いて検査を行うものとする。 

・ 成果品の電子納品における媒体は，CD-R(書き込みが 1 度しかできない設

定をしたもの)を原則とする（CD-R は，ISO9660 ﾌｫｰﾏｯﾄ（ﾚﾍﾞﾙ 1）とする）。

・ 検査時は修正可能な電子媒体（CD-RW 等）による受験を認めるが，ﾃﾞｰﾀは

電子納品の規定どおり作成するものとし，検査終了後，速やかに規定の電

子媒体を提出すること。（検査終了後 2週間以内） 

・ 検査用の印刷物は成果品に該当しない。 

・ 書類検査に先立ち，電子成果品の検査対象，機器環境の準備，印刷物の準

備等の確認を事前に行うものとする。 

・ なお，受発注者間協議により DVD-R による提出も可能とする。 

(1) 電子納品要領・基準どおりに電子媒体が作成されているかどうかの  確認

は，発注者側担当者（監督員）への提出に先立って，受注者側の担当者が行う

ものとする。 

(2) 発注者側の担当者（監督員）は，書類検査に先立って受注者から提出された

電子媒体に対して，電子化された成果品の内容の確認，及び「電子納品ﾁｪｯｸｼ

ｽﾃﾑ」により，要領・基準に沿って作成されていることを確認する。 

(3) 受注者が電子ﾃﾞｰﾀによる検査を希望する書類について，紙書類による検査が

必要であると発注者が判断する場合は，発注者が印刷物を準備する。なお，受

注者が内部審査若しくは照査に用いた印刷物を検査時に使用してもかまわな

い。その場合，納品ﾃﾞｰﾀ（電子成果品）との同一性に留意すること。 

(4) 書類審査を行うための準備（機器環境の準備）は，原則として発注者が行う。

ただし，受注者が希望する場合においては，受注者に準備させることができる。

(5) 書類の閲覧は，検査員自身が行うものであるが，検索・表示等を行うための

機器操作などの補助的作業は，原則として受注者が行う。 
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(1) 電子成果品により検査を行う範囲 

電子ﾃﾞｰﾀによる検査を実施する書類は，報告書，図面，現場写真，測量記録，

土質試験結果等のうち検査前協議により決定するが，紙による場合も縮小図面を

利用するなど，二重提出の防止やﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽに努める。 

 

(2) ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌﾟﾘﾝﾄ（簡易写真帳） 

受注者は，工事写真の電子納品（2 部）にあわせて，ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌﾟﾘﾝﾄを作成し検

査時に提出する。 

ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌﾟﾘﾝﾄとは，A4 ｻｲｽﾞの紙に代表写真（注 1）のみを抜粋してﾌﾟﾘﾝﾄｱｳﾄ

（ｶﾗｰ印刷）したもので，縦 5 行，横 3列の計 15 枚を原則とする。 

ただし，受発注者間協議により，縦 4 行，横 4 列等で作成することも可能とす

る。 

ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌﾟﾘﾝﾄの提出は極力枚数を少なくし，ﾎﾁｷｽ留め等の簡易な製本とする｡ 

また，各写真の下に写真情報管理ﾌｧｲﾙ（PHOTO.XML）に記入した「工種」「写真

ﾀｲﾄﾙ」「撮影箇所」（注 2）を 3 行で表示する。 

 

（注 1） 代表写真とは，工事全体の流れが分かる写真とし，「宇都宮市建設工事

共通仕様書（平成 26 年）」の「宇都宮市土木工事写真管理基準」にお

ける提出頻度程度とする。 

（注 2） 「工種」及び「撮影箇所」の記入は必須とする。 

ただし，写真分類毎に記入の可否は異なるため，記入内容は，国土交

通省策定の「ﾃﾞｼﾞﾀﾙ写真管理情報基準」に従うものとする。 

 

(3) 基礎ﾁｪｯｸ 

受注者は，提出する成果ﾃﾞｰﾀのﾌｫﾙﾀﾞ構成や管理ﾌｧｲﾙの内容が，国土交通省策

定の要領，基準に則した内容となっているかﾁｪｯｸし，その結果を発注者に説明す

る。 

基礎ﾁｪｯｸは，国土交通省で作成した「ﾁｪｯｸｼｽﾃﾑ」を利用し，ﾁｪｯｸ結果を印刷し

て発注者に提出する。 

ﾁｪｯｸｼｽﾃﾑは，国土交通省 電子納品ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞから無償でﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞできる。 

（http://www.cals-ed.go.jp/） 

 

(4) 宇都宮市独自運用ﾁｪｯｸ 

発注者側担当者（監督員）は，提出された成果ﾃﾞｰﾀが，着手前協議で決定した

事項及びｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに則した内容となっているか確認する。 

・ 設計書ｺｰﾄﾞ（工事番号）は，「契約番号」となっているか 

・ 報告書のｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙは，業務着手時に受発注者間で協議し決定した形式か 

・ CAD のﾌｧｲﾙ形式が SXF(SFC)であるか 

・ CAD のｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙが格納されているか             など 
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(5) 機器構成と検査用ｿﾌﾄ 

1) 必要な機器は，「ﾊﾟｿｺﾝ（図面，写真等が閲覧できるｿﾌﾄがｲﾝｽﾄｰﾙ済みのもの），

ｶﾗｰﾌﾟﾘﾝﾀｰ」とし，原則として検査会場に発注者が用意する。 

2) その他検査のために必要な機器については，受発注者間で事前に協議を行う。 

3) 受注者は提出する電子媒体に閲覧ｿﾌﾄ（ﾋﾞｭｱｿﾌﾄ）を格納しては 

ならない。 

 

(6) 機器の操作 

1) 書類の閲覧は，検査員自身が行うものであるが，検索・表示等を行うための機

器操作などの補助的作業は，原則として受注者が行う。 

2)  
3) 受注者は，電子媒体の内容や閲覧ｿﾌﾄの機能を熟知するものを操作補助員とし

て配置しても良い。 

 

(7) 原本性の確保 

受注者は，完成検査にあたり，電子ﾃﾞｰﾀを格納した電子媒体（２部）とともに，

署名・捺印した電子媒体納品書（資料 5参照）を提出する。 

 

 

6-2-3 検査終了後の対応 

 

書類検査時において，検査員から訂正等の指摘を受けた場合は，発注者の指示する

日時まで（検査終了後 2週間以内）に，訂正後の電子媒体を提出する。 

提出に際しては,「6-1 成果品の受取・確認」にあるﾁｪｯｸを行い確認する。 
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7 資料 

 

7-1 着手時協議ﾁｪｯｸｼｰﾄ 

 

7-1-1 着手時協議ﾁｪｯｸｼｰﾄ（設計業務等用） 

 

着手時協議ﾁｪｯｸｼｰﾄ（設計業務等用） 
 

協議実施日 平成  年  月  日 
(1) 協議参加者 

業務名  

業務場所  

業務期間 平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 

業務番号  （＝設計書ｺｰﾄﾞ№） 

発注者 

所 属     

役 職     

出席者     

連
絡
先 

℡     

E-mail 

(ﾕｰｻﾞｰ名)
    

(ﾄﾞﾒｲﾝ名) city.utsunomiya.tochigi.jp 

受注者 

社 名  

役 職     

出席者     

連
絡
先 

℡     

E-mail 

(ﾕｰｻﾞｰ名)
    

(ﾄﾞﾒｲﾝ名)  
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(2) 電子納品対象項目 

ﾌｫﾙﾀﾞ名 対 象 項 目 

 □業務管理ﾌｧｲﾙ 

□(1)報告書ﾌｫﾙﾀﾞ[REPORT]  

 □報告書管理ﾌｧｲﾙ 

 □報告書ﾌｧｲﾙ 

 □報告書ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙ 

□(2)図面ﾌｫﾙﾀﾞ[DRAWING]  

 □図面管理ﾌｧｲﾙ 

 □図面ﾌｧｲﾙ 

□(3)写真ﾌｫﾙﾀﾞ[PHOTO]  

 □写真情報管理ﾌｧｲﾙ 

 □写真ﾌｧｲﾙ 

 □参考図ﾌｧｲﾙ 

□(4)測量ﾌｫﾙﾀﾞ[SURVEY]  

 □測量情報管理ﾌｧｲﾙ 

 □基準点測量 

 □水準測量 

 □路線測量 

 □河川測量 

 □用地測量 

 □ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ 

□(5)地質ﾌｫﾙﾀﾞ[BORING] □地質情報管理ﾌｧｲﾙ 

 □ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ交換用ﾌｧｲﾙ 

 □電子柱状図ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙ 

 □電子簡略柱状図ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙ 

 □地質平面図 

 □地質断面図 

 □ｺｱ写真 

 □電子各種試験結果 

 

(3) 電子納品ﾃﾞｰﾀの作成ｿﾌﾄｳｪｱ 

□報告書ﾌｫﾙﾀﾞ □報告書ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙ  

□図面ﾌｫﾙﾀﾞ □図面ﾌｧｲﾙ  
□写真ﾌｫﾙﾀﾞ □写真ﾌｧｲﾙ  
 □参考図ﾌｧｲﾙ  
□測量ﾌｫﾙﾀﾞ □観測手簿，点の記等  

□ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄﾌｫﾙﾀﾞ □実施報告書  
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(4) 遵守すべき要領・基準類 
名  称 策 定 日 策 定 

□土木設計業務等電子納品要領(案) 平成２０年 ５月 

国土交通省 

□土木設計業務等の電子納品要領 電気通信

設備編 
平成２２年 ９月 

□土木設計業務等の電子納品要領(案)機械

設備工事編 
平成２４年１２月 

□測量成果電子納品要領(案) 平成２０年１２月 

□地質･土質調査成果電子納品要領(案) 平成２０年１２月 

□CAD 製図基準(案) 平成２０年 ５月 

□CAD 製図基準 電気通信設備編 平成２２年 ９月 

□CAD 製図基準(案)機械設備工事編 平成２４年１２月 

□ﾃﾞｼﾞﾀﾙ写真管理情報基準 平成２２年 ９月 

□電子納品運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(案)業務編 平成２１年 ６月 

□電子納品運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(案) 【測量編】 平成２１年 ６月 

□電子納品運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(案) 【地質・土質

調査編】 
平成２２年 ８月 

□電子納品運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ【電気通信設備業務

編】 
平成２３年 ３月 

□電子納品運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（案） 機械設備工事

編【業務】 
平成２４年１２月 

□CAD 製図基準に関する運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(案) 平成２１年 ６月 

□CAD 製図基準に関する運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ【電気

通信設備編】 
平成２３年 ３月 

□CAD 製図基準に関する運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(案)

機械設備工事編 
平成２４年１２月 

□栃木県 CAD 製図基準運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 平成２６年 ４月 栃木県 

 
(5) 電子納品対象の納品方法 

□電子媒体の提出 □提出する全てのﾃﾞｰﾀを格納した電子媒体を２部提出する。 

□印刷出力の提出 
□以下の書類については，電子ﾃﾞｰﾀの印刷出力を 1 部提出する。 

（                             ）

□従来形式の成果

品の有無 

□以下の書類については，従来形式の成果品もあわせて提出する。 

（                             ）
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(6)ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｳｨﾙｽ対策 

□使用ｳｨﾙｽ対策ｿﾌﾄ 
（名称，ﾒｰｶｰ名） 

 

□ｳｨﾙｽ対策ｿﾌﾄの常駐  

□ｳｨﾙｽﾁｪｯｸの実施頻度  

□ｳｨﾙｽﾊﾟﾀｰﾝ定義ﾃﾞｰﾀの更新  

□ｳｨﾙｽ発見･駆除時の対応  

 
(7) ﾃﾞｰﾀのﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ対策 

□ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ方法 
□CD   □MO   □DVD   □外付け HD 

□その他（                       ）

□ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ頻度 
□毎日  □2日に 1 回  □3 日に 1回  □1週間に 1 回 

□その他（                       ）

 

(8) その他 
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7-1-2 着手時協議ﾁｪｯｸｼｰﾄ（工事用） 

 

着手時協議ﾁｪｯｸｼｰﾄ（工事用） 
協議実施日 平成  年  月  日 

(1) 協議参加者 
工事名  

工事場所  

工 期 平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 

工事番号   

発注者 

所 属     

役 職     

出席者     

連
絡
先 

℡     

E-mail 

(ﾕｰｻﾞｰ名)
    

(ﾄﾞﾒｲﾝ名) city.utsunomiya.tochigi.jp 

請負者 

社 名  

役 職     

出席者     

連
絡
先 

℡     

E-mail 

(ﾕｰｻﾞｰ名)
    

(ﾄﾞﾒｲﾝ名)  

 
(2) 工事書類の電子納品対応確認 

№ ﾌｫﾙﾀﾞ 
電子納品
の対象 

書 類 名 
協議時における取決め内容 

（ORG ﾌｧｲﾙ形式等） 

1 INDEX_C.XML □ 工事管理ﾌｧｲﾙ 使用ｿﾌﾄ： 

2 
DRAWINGF 

□ 発注図面 CAD ｿﾌﾄ： 

3 □ 特記仕様書 使用ｿﾌﾄ： 

4 PLAN □ 施工計画書 使用ｿﾌﾄ： 

5 
MEET 

□ 打合せ簿 使用ｿﾌﾄ： 

6 □ 施工管理資料 使用ｿﾌﾄ： 

7 PHOTO □ 工事写真 CAD ｿﾌﾄ： 

8 DRAWINGF □ 完成図面 CAD ｿﾌﾄ： 

9 REGISTER □ 台帳 使用ｿﾌﾄ： 

10 OTHRS □ その他  
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(3) 遵守すべき要領・基準類 
名  称 策 定 日 策 定 

□工事完成図書の電子納品等要領 平成２２年 ９月 

国土交通省 

□工事完成図書の電子納品等要領 電気通信

設備編 
平成２２年 ９月 

□工事完成図書の電子納品等要領（案）機械

設備工事編 
平成２４年１２月 

□CAD 製図基準(案) 平成２０年 ５月 

□CAD 製図基準 電気通信設備編 平成２２年 ９月 

□CAD 製図基準(案)機械設備工事編 平成２４年１２月 

□ﾃﾞｼﾞﾀﾙ写真管理情報基準 平成２２年 ９月 

□電子納品等運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ【土木工事編】 平成２２年 ９月 

□電子納品等運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ【電気通信設備工事

編】 
平成２３年 ３月 

□電子納品等運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 機械設備工事

編【工事】 
平成２４年１２月 

□CAD 製図基準に関する運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(案) 平成２１年 ６月 

□CAD 製図基準に関する運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ【電気

通信設備編】 
平成２３年 ３月 

□CAD 製図基準に関する運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(案)

機械設備工事編 
平成２４年１２月 

□栃木県 CAD 製図基準運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 平成２６年 ４月 栃木県 

 
(4) 電子納品対象の納品方法 

□電子媒体の提出 提出する電子ﾃﾞｰﾀを格納した電子媒体を 2 部提出する 

□紙媒体の提出 従来形式の紙媒体による成果品を提出する 

 
(5) ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｳｨﾙｽ対策 

□使用ｳｨﾙｽ対策ｿﾌﾄ（名称，ﾒｰｶｰ名）  

□ｳｨﾙｽ対策ｿﾌﾄの常駐  

□ｳｨﾙｽﾁｪｯｸの実施頻度  

□ｳｨﾙｽﾊﾟﾀｰﾝ定義ﾃﾞｰﾀの更新  

□ｳｨﾙｽ発見･駆除時の対応  
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(6) ﾃﾞｰﾀのﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ対策 

□ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ方法 
□CD   □MO   □DVD   □外付け HD 

□その他（                       ）

□ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ頻度 
□毎日  □2日に 1 回  □3 日に 1回  □1週間に 1 回 

□その他（                       ）

 
(7) その他 
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7-2 検査前協議ﾁｪｯｸｼｰﾄ 

 

7-2-1 検査前協議ﾁｪｯｸｼｰﾄ（設計業務等用） 

 

検査前協議ﾁｪｯｸｼｰﾄ（設計業務等用） 
 

協議実施日 平成  年  月  日 
業務名  

業務場所  

業務期間 平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 

業務番号  （＝設計書ｺｰﾄﾞ№） 

 
(1) 検査実施場所・予定日時 

検査実施場所  

予 定 日 時 平成  年  月  日 午   時  分～ 

 

(2) 電子成果品により検査を行う場合の書類の範囲 

対 象 書 類 
ﾌｧｲﾙ項目 
内容ﾁｪｯｸ 

内容ﾁｪｯｸ 
電子ﾃﾞｰﾀに 
よる書類審査 

□業務管理ﾌｧｲﾙ    

□報告書管理ﾌｧｲﾙ    

□報告書ﾌｧｲﾙ    

□報告書ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙ    

□図面管理ﾌｧｲﾙ    

□図面ﾌｧｲﾙ    

□写真情報管理ﾌｧｲﾙ    

□写真ﾌｧｲﾙ    

□説明ﾌｧｲﾙ（測量）    

□測量平面ﾃﾞｰﾀ    

□測量縦横断ﾃﾞｰﾀ    

□地質情報管理ﾌｧｲﾙ    

□ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ交換用ﾌｧｲﾙ    

□電子柱状図ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙ    

□電子簡易柱状図ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙ    

□打合せ協議簿ﾌｧｲﾙ    

□ﾘｻｲｸﾙ計画書ﾌｧｲﾙ    
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(3) 検査時使用機器 
項  目 内  容 手配実施者 

□ﾊﾟｿｺﾝ本体  □発注者 □受注者

□外部ﾓﾆﾀｰ  □発注者 □受注者

□ﾌﾟﾘﾝﾀｰ  □発注者 □受注者

 

(4) 検査用ｿﾌﾄｳｪｱ 

検査対象 検査時使用ｿﾌﾄｳｪｱ 手配実施者 

□管理ﾌｧｲﾙ  □発注者 □受注者

□報告書ﾌｧｲﾙ  □発注者 □受注者

□図面ﾌｧｲﾙ  □発注者 □受注者

□写真ﾌｧｲﾙ  □発注者 □受注者

□測量平面図  □発注者 □受注者

□測量縦横断ﾃﾞｰﾀ  □発注者 □受注者

□電子簡易柱状図ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙ  □発注者 □受注者

□文書ﾌｧｲﾙ（ﾜｰﾌﾟﾛ）  □発注者 □受注者

□表計算ﾌｧｲﾙ（ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞｼｰﾄ）  □発注者 □受注者

□その他  □発注者 □受注者

 
(5) 機器の操作 
□検査には以下に示す受注者操作補助員が同席するものとし，検査員の求めに応じて電子

ﾃﾞｰﾀの内容をﾊﾟｿｺﾝの画面に表示，あるいはﾌﾟﾘﾝﾀｰに出力する。 

操作補助員氏名  

部署名  

連絡先（電話番号）  

連絡先（E-mail）  

 
(6) その他 
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7-2-2 検査前協議ﾁｪｯｸｼｰﾄ（工事用） 

 
検査前協議ﾁｪｯｸｼｰﾄ（工事用） 

 
協議実施日 平成  年  月  日 

工事名  

工事場所  

工 期 平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 

工事番号   

 
(1) 検査実施場所・予定日時 

検査実施場所  

予 定 日 時 平成  年  月  日 午   時  分～ 

 

 

(2) 電子成果品により検査を行なう場合の書類の範囲 

対 象 書 類 
管理ﾌｧｲﾙの 
内容ﾁｪｯｸ 

印刷出力との 
内容照合ﾁｪｯｸ 

電子ﾃﾞｰﾀに 
よる書類審査 

□工事管理ﾌｧｲﾙ    

□図面管理ﾌｧｲﾙ    

□図面ﾌｧｲﾙ    

□特記仕様書ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙ    

□打合せ簿管理ﾌｧｲﾙ    

□打合せ簿ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙ    

□施工計画書管理ﾌｧｲﾙ    

□施工計画書ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙ    

□写真管理ﾌｧｲﾙ    

□工事写真ﾌｧｲﾙ    

□参考図ﾌｧｲﾙ    

□その他管理ﾌｧｲﾙ    

□その他のｵﾘｼﾞﾅﾙﾌｧｲﾙ    

 

(3) 検査時使用機器 
項  目 内  容 手配実施者 

□ﾊﾟｿｺﾝ本体  □発注者 □請負者

□外部ﾓﾆﾀｰ  □発注者 □請負者

□ﾌﾟﾘﾝﾀｰ  □発注者 □請負者
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(4) 検査用ｿﾌﾄｳｪｱ 

検査対象 検査時使用ｿﾌﾄｳｪｱ 手配実施者 

工事管理ﾌｧｲﾙ 

発注図面管理ﾌｧｲﾙ 

打合せ簿管理ﾌｧｲﾙ 

施工計画書管理ﾌｧｲﾙ 

完成図面管理ﾌｧｲﾙ 

写真管理ﾌｧｲﾙ 

その他の管理ﾌｧｲﾙ 

 □発注者 □請負者

工事写真ﾌｧｲﾙ 

参考図ﾌｧｲﾙ 
 □発注者 □請負者

発注図面ﾌｧｲﾙ 

完成図面ﾌｧｲﾙ 

（CAD ﾃﾞｰﾀ） 

 □発注者 □請負者

文書ﾌｧｲﾙ（ﾜｰﾌﾟﾛ）  □発注者 □請負者

表計算ﾌｧｲﾙ（ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞｼｰﾄ）  □発注者 □請負者

その他  □発注者 □請負者

 
(5) 機器の操作 
□検査には以下に示す請負者操作補助員が同席するものとし，検査員の求めに応じて電子

ﾃﾞｰﾀの内容をﾊﾟｿｺﾝの画面に表示，あるいはﾌﾟﾘﾝﾀｰに出力する。 

操作補助員氏名  

部署名  

連絡先（電話番号）  

連絡先（E-mail）  

 
(6) 検査の準備 

成果品の内容

□電子成果品（                         ）

□紙などの従来形式の成果品（請負者：内容を以下に記載） 
（                               ）

電子成果品の

対象書類準備

□電子成果品の対象書類の準備（発注者が準備：内容を以下に記載） 
（                               ）

□検査を円滑に実施するため発注者が準備する物（内容を以下に記載） 
（                               ）

□検査を円滑に実施するため請負者が準備する物（内容を以下に記載） 
（                               ）
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7-3 電子媒体納品書 

 

平成  年  月  日

 

電 子 媒 体 納 品 書 

 

（あて名）宇都宮市長 佐 藤 栄 一 

 

 

（住所） ○○○○○○○○○ 

受注者（氏名） ○○○○○○○○○ 

 

（現場代理人氏名） ○ ○ ○ ○   

 

 

下記のとおり電子媒体を納品します。 

 

記 

 

工 事 名 

(業務委託名) 
○○○○○○○○ 

工事(業務)番号 

CORINS(TECRIS)番号

0000000000 

00000000 

電子媒体の種類 規格 単位 数量 作成年月日 備考 

CD-R ISO9660 枚 2 H00.00.00 
現場写真帳 

○○○○ 

      

      

備考 1．監督職員に提出すること。 

   2．備考欄に電子納品の対象とした書類を明記する。 
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